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十
津
川
高
等
学
校
に
つ
い
て
、「
十
津
川
高
校

魅
力
化
事
業
」を
更
に
推
進
し
、教
育
の
み
な
ら

ず
村
の
振
興
の
象
徴
と
位
置
づ
け
、高
校
と
村

が
連
携
し
た
取
組
み
を
進
め
ま
す
。

　
安
心
安
全
な
教
育
環
境
や
給
食
を
提
供
す

る
た
め
、各
学
校
の
エ
ア
コ
ン
設
備
を
定
期
的
に

点
検
し
長
寿
命
化
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、老
朽

化
し
た
十
津
川
第
二
小
学
校
の
電
気
式
立
体

炊
飯
器
の
入
れ
替
え
を
行
い
ま
す
。

　
村
史
の
編
さ
ん
に
つ
い
て
は
、令
和
４
年
度
か

ら
令
和
６
年
度
に「
自
然
編
」「
歴
史
編
」の
資

料
編
、令
和
７
年
度
に「
歴
史
編
」、令
和
８
年

度
に「
民
俗
編
」の
本
編
を
刊
行
す
る
計
画
で
、

活
動
を
継
続
し
ま
す
。

　
放
課
後
や
長
期
休
業
中
に
安
心
安
全
な
居

場
所
を
提
供
す
る
た
め
、「
放
課
後
子
ど
も
教

室
」は
廃
止
し
、新
た
に「
に
こ
に
こ
キ
ッ
ズ
ル
ー

ム
」事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　
学
校
給
食
や
通
学
費
無
償
化
、育
児
相
談

を
兼
ね
た
村
っ
こ
広
場
の
開
催
、女
性
の
就
労

促
進
の
た
め
低
年
齢
児
の
保
育
、子
育
て
世
代

の
経
済
的
負
担
の
緩
和
と
保
育
内
容
の
充
実
、

支
援
の
必
要
な
子
の
成
長
発
達
を
促
す
フ
ォ
ロ

ー
体
制
の
整
備
な
ど
、引
き
続
き
子
育
て
し
や

す
い
村
づ
く
り
に
向
け
た
事
業
を
実
施
し
、男

女
共
に
働
け
る
環
境
整
備
に
努
め
ま
す
。

　次
の
６
つ
の
方
針
を
も
と
に
、快
適
に
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
向
上
、

移
住
定
住
し
や
す
い
人
が
集
ま
る
快
適
な
住
環
境
整
備
、迅
速
な
対
応

と
村
民
の
安
全
が
確
保
で
き
る
災
害
に
強
い
防
災
機
能
の
強
化
の
施
策

を
重
点
施
策
と
位
置
付
け
ま
し
た
。

施政方針
令和４年度

「村民みんなが安心と豊かさを感じられる十津川村」に向けて

　３月7日から14日まで令和４年十津川村議会第１回定
例会が開かれ、小山手村長が令和４年度の施政方針を表
明しました。その内容（要約）をお知らせします。

教育・生涯学習の推進

　
村
民
の
命
を
守
る
こ
と
を
基
軸
に
、新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
高
齢
者
や
障
害
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
最
期
ま
で
暮
ら
せ
る
よ
う
、隣
近
所

の
助
け
合
い
と
地
域
活
動
に
参
加
す
る
住
民
の

積
極
的
な
姿
勢
を
後
押
し
す
る
、有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
活
動
や
仕
組
み
づ
く
り
を
継
続
し
て

支
援
し
ま
す
。

　
健
康
寿
命
の
延
伸
や
要
介
護
状
態
に
な
ら

な
い
た
め
に
、理
学
療
法
士
の
指
導
の
も
と
、介

護
予
防
事
業
を
引
き
続
き
行
い
ま
す
。

　
診
療
所
医
師
が
２
人
体
制
と
な
る
な
か
、質

の
高
い
医
療
を
安
定
的
に
提
供
す
る
た
め
、受

診
の
予
約
制
の
導
入
や
、デ
マ
ン
ド
型
乗
合
タ

ク
シ
ー
運
行
に
伴
い
、出
張
診
療
で
の
受
診
か

ら
検
査
体
制
が
整
っ
た
診
療
所
で
の
受
診
へ
誘

導
し
ま
す
。
土
曜
診
療
、整
形
外
科
専
門
診

療
は
継
続
し
、消
化
器
内
科
専
門
医
を
南
奈
良

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
か
ら
新
た
に
派
遣
い
た
だ

き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
、オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
す
。

　
不
妊
治
療
費
の一部
を
助
成
し
、若
い
世
代

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。

　
障
害
者
の
た
め
の
居
場
所
づ
く
り
事
業
、相

談
支
援
事
業
の
支
援
体
制
の
充
実
を
継
続
し

ま
す
。

助けあい支えあう地域福祉の向上

　
村
の
資
源
を
最
大
限
に
活
か
し
て
地
域
内

循
環
を
促
し
、村
な
ら
で
は
の
生
業
で「
十
津
川

ブ
ラ
ン
ド
」の
確
立
を
目
指
し
ま
す
。

　
森
林
整
備
及
び
林
業
振
興
に
必
要
な
森
林
の

集
積
・
集
約
化
の
た
め
、森
林
境
界
の
明
確
化
を

引
き
続
き
進
め
ま
す
。
安
定
的
に
森
林
整
備
を

進
め
る
た
め
、一般
会
計
事
業
で
行
っ
て
い
る「
美

し
い
森
林
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
」の
う
ち
搬

出
間
伐
に
つ
い
て
、国
・
県
の
補
助
金
の
不
採
択

分
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、森
林
の
売
却
処
分

な
ど
の
相
談
を一元
化
し
対
応
す
る
た
め
、十
津

川
村
森
林
組
合
に
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。

　
村
内
に
豊
富
に
あ
る
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

用
の
た
め
、バ
イ
オ
マ
ス
設
備
導
入
に
向
け
た
検

討
を
進
め
ま
す
。

　
村
産
材
利
用
住
宅
設
計
事
業
で
は
、優
良
材

だ
け
で
な
く
、一般
材
を
多
く
利
用
で
き
る
モ
デ

ル
住
宅
を
検
討
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、林
業
事

業
者
の
雇
用
を
創
出
・
確
保
す
る
た
め
、伐
採

奨
励
金
、林
業
機
械
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業
補
助

金
な
ど
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。
村
産
材
・

村
内
製
材
所
・
村
内
業
者
施
工
に
よ
る
住
宅
な

ど
の
新
築
・
増
改
築
へ
の
木
材
等
購
入
の
補
助

を
引
き
続
き
行
い
ま
す
。

　
農
林
産
物
施
設
栽
培
整
備
支
援
事
業
を
引

き
続
き
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、農
業
機
械
導
入

支
援
事
業
を
引
き
続
き
実
施
し
、耕
作
者
の
負

担
軽
減
を
図
り
、農
地
の
利
用
促
進
と
集
落
保

全
を
推
進
し
ま
す
。

　
鳥
獣
害
対
策
に
つ
い
て
は
、捕
獲
奨
励
金
の

交
付
に
よ
り
捕
獲
頭
数
の
増
加
を
図
り
、捕
獲

技
術
の
向
上
と
捕
獲
の
担
い
手
を
確
保
す
る
取

組
み
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

村の資源を活かした産業の振興

　
林
道
川
津
今
西
線
の
通
行
止
め
解
除
、基
幹

作
業
道「
上
湯
川
迫
西
川
線
」な
ど
、防
災
機
能

を
高
め
る
迂
回
路
整
備
を
進
め
ま
す
。
ま
た
、

国
道
１
６
８
号
五
條
新
宮
道
路
の
整
備
推
進

と
、「
重
要
物
流
道
路
」と
し
て
指
定
さ
れ
る
よ

う
、国
へ
要
望
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
交
通
網
の
設
置
・
拡
充
に
よ
り
、暮
ら
し
や
す

い
村
の
実
現
へ
環
境
整
備
を
進
め
ま
す
。
デ
マ

ン
ド
型
乗
合
タ
ク
シ
ー「
郷
士
号
」試
験
運
行
の

結
果
を
も
と
に
、村
営
バ
ス
運
行
を
見
直
し
ま

す
。
村
営
バ
ス
の
百
円
バ
ス
事
業
は
継
続
し
、南

奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
乗
り
入
れ
を

確
保
す
る
た
め
、五
條
市
と
十
津
川
村
で
運
行

す
る
連
携
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
バ
ス
も
継
続
し
ま
す
。

　
安
心
安
全
な
生
活
整
備
の
た
め
、人
家
な
ど

か
ら
50
メ
ー
ト
ル
以
内
の
樹
木
の
伐
倒
・
搬
出

処
理
す
る「
集
落
環
境
整
備
事
業
」を
継
続
し
、

新
た
に
集
落
か
ら
概
ね
１
キ
ロ
以
内
の
山
林
内

の
歩
道
整
備
の
補
助
を
追
加
し
ま
す
。

　
建
設
か
ら
25
年
以
上
と
な
る
衛
生
セ
ン
タ
ー

の
ゴ
ミ
処
理
施
設
は
、計
画
的
な
補
修
・
修
繕

を
行
い
、施
設
の
延
命
化
を
図
り
ま
す
。

　
飲
用
水
に
関
し
て
は
、個
人
で
引
い
て
い
る
谷

水
を
含
め
、共
同
飲
料
水
供
給
施
設
の
維
持
管

理
や
施
設
整
備
な
ど
、集
落
支
援
員
に
よ
る
調

査
・
支
援
を
継
続
し
ま
す
。
地
元
管
理
の
簡
易

水
道
な
ど
に
つ
い
て
、令
和
５
年
度
か
ら
料
金

徴
収
を
行
い
、村
で
維
持
管
理
を
行
う
た
め
、

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
・
取
付
工
事
な
ど
を
行

い
ま
す
。

　
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
な
ど
に
よ
る
災
害
時
や
緊
急

時
の
体
制
に
対
応
す
る
た
め
、大
野
地
区
の
ヘ

リ
ポ
ー
ト
場
の
整
備
を
進
め
ま
す
。

安心・安全な生活環境・基盤の充実

行財政の再生
　
発
信
力
を
高
め
、村
外
か
ら
人
を
迎
え
入
れ

る
仕
組
み
の
構
築
を
目
指
し
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
生
活
様
式
が
大
き
く
変
化
し
、

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
新
た
な
需
要
を
生
み

出
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
協
議
会

が
行
う
空
き
家
を
活
用
し
た
移
住
体
験
住
宅

機
能
を
有
し
た「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
施
設
」整
備

を
補
助
し
後
押
し
し
ま
す
。
ま
た
、旅
行
に
対

す
る
意
識
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
、観
光
を

活
用
し
た
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
テ
ー
マ

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
予
定
で
す
。

　
谷
瀬
の
吊
り
橋
や
玉
置
山
公
衆
ト
イ
レ
で
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
活
用
し
た
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済

で
利
用
者
に
寄
付
を
募
り
、そ
の
収
入
を
施
設

の
修
繕
な
ど
に
還
元
さ
せ
ま
す
。
施
設
を
含
め

た
地
域
の
魅
力
を
高
め
、旅
行
者
が
何
度
で
も

訪
れ
た
く
な
る
村
を
目
指
し
ま
す
。

　
村
内
経
済
の
活
性
化
の
た
め
、中
小
・
小
規

模
事
業
者
な
ど
の
活
動
や
雇
用
、起
業
の
支
援

「
が
ん
ば
る
事
業
者
応
援
事
業
」を
継
続
し
ま

す
。

　
居
住
す
る
た
め
の
快
適
な
住
宅
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、賃
貸
用
集
合
住
宅
の

建
設
な
ど
を
支
援
す
る
補
助
事
業
を
新
た
に

立
ち
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、空
き
家
情
報
バ
ン
ク
利
用
者
が
水
回

り
な
ど
を
改
修
す
る
た
め
の
空
き
家
改
修
事
業

補
助
な
ど
を
継
続
し
、空
き
家
の
有
効
活
用
を

図
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、空
き
家
な
ど
を
解
体

し
新
た
に
住
宅
な
ど
を
建
設
し
た
り
、危
険
な

空
き
家
な
ど
を
解
体
し
景
観
や
住
環
境
を
整

備
す
る
た
め
、空
き
家
等
解
体
事
業
補
助
を
引

き
続
き
行
い
ま
す
。

　
役
場
庁
舎
前
に
、「
診
療
所
機
能
を
含
め
た

災
害
対
策
本
部
拠
点
」の
施
設
を
２
か
年
か
け

て
建
築
し
ま
す
。
自
律
分
散
型
の
防
災
体
制

を
構
築
し
、災
害
に
強
い
村
づ
く
り
を
目
指
し

ま
す
。

　
五
條
新
宮
道
路
の
整
備
が
進
む
と
発
生
す

る
ト
ン
ネ
ル
工
事
な
ど
に
よ
る
建
設
残
土
を
処

理
す
る
た
め
、残
土
場
を
早
急
に
確
保
し
ま
す
。

　
ダ
ム
に
起
因
し
た
堆
砂
や
堆
砂
排
除
に
伴
う

粉
塵
な
ど
の
環
境
問
題
へ
の
更
な
る
対
策
、ダ

ム
湖
に
架
か
る
橋
梁
の
修
繕
に
対
し
て
相
応
の

費
用
負
担
を
ダ
ム
管
理
者
に
強
く
求
め
ま
す
。

国
・
県
に
対
し
て
は
、継
続
し
た
堆
積
土
砂
処

理
、熊
野
川
の
総
合
的
な
土
砂
管
理
に
向
け
た

取
り
組
み
、土
砂
発
生
源
対
策
の
更
な
る
進
捗

に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

　
職
員
の
意
識
改
革
、資
質
・
能
力
の
向
上
を

主
目
的
と
し
た
人
事
評
価
制
度
の
運
用
を
開

始
し
、定
着
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
厳
し

い
財
政
状
況
で
行
政
運
営
を
進
め
て
い
く
た
め

に
、職
員一人
ひ
と
り
が
経
営
感
覚
を
も
ち
、組

織一丸
と
な
って
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、役
場
内
の
チ
ェッ
ク
機
能
の
強

化
、危
機
管
理
の
徹
底
、職
員
の
意
識
改
革
に

取
り
組
み
、今
後
の
村
政
運
営
に
役
立
て
る
管

理
職
候
補
を
養
成
す
る
た
め
、人
材
育
成
に
努

め
ま
す
。

　
行
政
の
効
率
化
や
財
政
基
盤
の
安
定
化
、公

共
施
設
な
ど
限
ら
れ
た
経
営
資
源
を
有
効
活

用
す
る
こ
と
を
視
点
に
入
れ
な
が
ら
、住
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

村外から人を迎え入れるしくみの構築
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十
津
川
高
等
学
校
に
つ
い
て
、「
十
津
川
高
校

魅
力
化
事
業
」を
更
に
推
進
し
、教
育
の
み
な
ら

ず
村
の
振
興
の
象
徴
と
位
置
づ
け
、高
校
と
村

が
連
携
し
た
取
組
み
を
進
め
ま
す
。

　
安
心
安
全
な
教
育
環
境
や
給
食
を
提
供
す

る
た
め
、各
学
校
の
エ
ア
コ
ン
設
備
を
定
期
的
に

点
検
し
長
寿
命
化
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、老
朽

化
し
た
十
津
川
第
二
小
学
校
の
電
気
式
立
体

炊
飯
器
の
入
れ
替
え
を
行
い
ま
す
。

　
村
史
の
編
さ
ん
に
つ
い
て
は
、令
和
４
年
度
か

ら
令
和
６
年
度
に「
自
然
編
」「
歴
史
編
」の
資

料
編
、令
和
７
年
度
に「
歴
史
編
」、令
和
８
年

度
に「
民
俗
編
」の
本
編
を
刊
行
す
る
計
画
で
、

活
動
を
継
続
し
ま
す
。

　
放
課
後
や
長
期
休
業
中
に
安
心
安
全
な
居

場
所
を
提
供
す
る
た
め
、「
放
課
後
子
ど
も
教

室
」は
廃
止
し
、新
た
に「
に
こ
に
こ
キ
ッ
ズ
ル
ー

ム
」事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　
学
校
給
食
や
通
学
費
無
償
化
、育
児
相
談

を
兼
ね
た
村
っ
こ
広
場
の
開
催
、女
性
の
就
労

促
進
の
た
め
低
年
齢
児
の
保
育
、子
育
て
世
代

の
経
済
的
負
担
の
緩
和
と
保
育
内
容
の
充
実
、

支
援
の
必
要
な
子
の
成
長
発
達
を
促
す
フ
ォ
ロ

ー
体
制
の
整
備
な
ど
、引
き
続
き
子
育
て
し
や

す
い
村
づ
く
り
に
向
け
た
事
業
を
実
施
し
、男

女
共
に
働
け
る
環
境
整
備
に
努
め
ま
す
。

　次
の
６
つ
の
方
針
を
も
と
に
、快
適
に
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
向
上
、

移
住
定
住
し
や
す
い
人
が
集
ま
る
快
適
な
住
環
境
整
備
、迅
速
な
対
応

と
村
民
の
安
全
が
確
保
で
き
る
災
害
に
強
い
防
災
機
能
の
強
化
の
施
策

を
重
点
施
策
と
位
置
付
け
ま
し
た
。

施政方針
令和４年度

「村民みんなが安心と豊かさを感じられる十津川村」に向けて

　３月7日から14日まで令和４年十津川村議会第１回定
例会が開かれ、小山手村長が令和４年度の施政方針を表
明しました。その内容（要約）をお知らせします。

教育・生涯学習の推進

　
村
民
の
命
を
守
る
こ
と
を
基
軸
に
、新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
高
齢
者
や
障
害
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
最
期
ま
で
暮
ら
せ
る
よ
う
、隣
近
所

の
助
け
合
い
と
地
域
活
動
に
参
加
す
る
住
民
の

積
極
的
な
姿
勢
を
後
押
し
す
る
、有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
活
動
や
仕
組
み
づ
く
り
を
継
続
し
て

支
援
し
ま
す
。

　
健
康
寿
命
の
延
伸
や
要
介
護
状
態
に
な
ら

な
い
た
め
に
、理
学
療
法
士
の
指
導
の
も
と
、介

護
予
防
事
業
を
引
き
続
き
行
い
ま
す
。

　
診
療
所
医
師
が
２
人
体
制
と
な
る
な
か
、質

の
高
い
医
療
を
安
定
的
に
提
供
す
る
た
め
、受

診
の
予
約
制
の
導
入
や
、デ
マ
ン
ド
型
乗
合
タ

ク
シ
ー
運
行
に
伴
い
、出
張
診
療
で
の
受
診
か

ら
検
査
体
制
が
整
っ
た
診
療
所
で
の
受
診
へ
誘

導
し
ま
す
。
土
曜
診
療
、整
形
外
科
専
門
診

療
は
継
続
し
、消
化
器
内
科
専
門
医
を
南
奈
良

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
か
ら
新
た
に
派
遣
い
た
だ

き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
、オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
す
。

　
不
妊
治
療
費
の一部
を
助
成
し
、若
い
世
代

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。

　
障
害
者
の
た
め
の
居
場
所
づ
く
り
事
業
、相

談
支
援
事
業
の
支
援
体
制
の
充
実
を
継
続
し

ま
す
。

助けあい支えあう地域福祉の向上

　
村
の
資
源
を
最
大
限
に
活
か
し
て
地
域
内

循
環
を
促
し
、村
な
ら
で
は
の
生
業
で「
十
津
川

ブ
ラ
ン
ド
」の
確
立
を
目
指
し
ま
す
。

　
森
林
整
備
及
び
林
業
振
興
に
必
要
な
森
林
の

集
積
・
集
約
化
の
た
め
、森
林
境
界
の
明
確
化
を

引
き
続
き
進
め
ま
す
。
安
定
的
に
森
林
整
備
を

進
め
る
た
め
、一般
会
計
事
業
で
行
っ
て
い
る「
美

し
い
森
林
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
」の
う
ち
搬

出
間
伐
に
つ
い
て
、国
・
県
の
補
助
金
の
不
採
択

分
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、森
林
の
売
却
処
分

な
ど
の
相
談
を一元
化
し
対
応
す
る
た
め
、十
津

川
村
森
林
組
合
に
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。

　
村
内
に
豊
富
に
あ
る
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

用
の
た
め
、バ
イ
オ
マ
ス
設
備
導
入
に
向
け
た
検

討
を
進
め
ま
す
。

　
村
産
材
利
用
住
宅
設
計
事
業
で
は
、優
良
材

だ
け
で
な
く
、一般
材
を
多
く
利
用
で
き
る
モ
デ

ル
住
宅
を
検
討
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、林
業
事

業
者
の
雇
用
を
創
出
・
確
保
す
る
た
め
、伐
採

奨
励
金
、林
業
機
械
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業
補
助

金
な
ど
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。
村
産
材
・

村
内
製
材
所
・
村
内
業
者
施
工
に
よ
る
住
宅
な

ど
の
新
築
・
増
改
築
へ
の
木
材
等
購
入
の
補
助

を
引
き
続
き
行
い
ま
す
。

　
農
林
産
物
施
設
栽
培
整
備
支
援
事
業
を
引

き
続
き
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、農
業
機
械
導
入

支
援
事
業
を
引
き
続
き
実
施
し
、耕
作
者
の
負

担
軽
減
を
図
り
、農
地
の
利
用
促
進
と
集
落
保

全
を
推
進
し
ま
す
。

　
鳥
獣
害
対
策
に
つ
い
て
は
、捕
獲
奨
励
金
の

交
付
に
よ
り
捕
獲
頭
数
の
増
加
を
図
り
、捕
獲

技
術
の
向
上
と
捕
獲
の
担
い
手
を
確
保
す
る
取

組
み
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

村の資源を活かした産業の振興

　
林
道
川
津
今
西
線
の
通
行
止
め
解
除
、基
幹

作
業
道「
上
湯
川
迫
西
川
線
」な
ど
、防
災
機
能

を
高
め
る
迂
回
路
整
備
を
進
め
ま
す
。
ま
た
、

国
道
１
６
８
号
五
條
新
宮
道
路
の
整
備
推
進

と
、「
重
要
物
流
道
路
」と
し
て
指
定
さ
れ
る
よ

う
、国
へ
要
望
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
交
通
網
の
設
置
・
拡
充
に
よ
り
、暮
ら
し
や
す

い
村
の
実
現
へ
環
境
整
備
を
進
め
ま
す
。
デ
マ

ン
ド
型
乗
合
タ
ク
シ
ー「
郷
士
号
」試
験
運
行
の

結
果
を
も
と
に
、村
営
バ
ス
運
行
を
見
直
し
ま

す
。
村
営
バ
ス
の
百
円
バ
ス
事
業
は
継
続
し
、南

奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
乗
り
入
れ
を

確
保
す
る
た
め
、五
條
市
と
十
津
川
村
で
運
行

す
る
連
携
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
バ
ス
も
継
続
し
ま
す
。

　
安
心
安
全
な
生
活
整
備
の
た
め
、人
家
な
ど

か
ら
50
メ
ー
ト
ル
以
内
の
樹
木
の
伐
倒
・
搬
出

処
理
す
る「
集
落
環
境
整
備
事
業
」を
継
続
し
、

新
た
に
集
落
か
ら
概
ね
１
キ
ロ
以
内
の
山
林
内

の
歩
道
整
備
の
補
助
を
追
加
し
ま
す
。

　
建
設
か
ら
25
年
以
上
と
な
る
衛
生
セ
ン
タ
ー

の
ゴ
ミ
処
理
施
設
は
、計
画
的
な
補
修
・
修
繕

を
行
い
、施
設
の
延
命
化
を
図
り
ま
す
。

　
飲
用
水
に
関
し
て
は
、個
人
で
引
い
て
い
る
谷

水
を
含
め
、共
同
飲
料
水
供
給
施
設
の
維
持
管

理
や
施
設
整
備
な
ど
、集
落
支
援
員
に
よ
る
調

査
・
支
援
を
継
続
し
ま
す
。
地
元
管
理
の
簡
易

水
道
な
ど
に
つ
い
て
、令
和
５
年
度
か
ら
料
金

徴
収
を
行
い
、村
で
維
持
管
理
を
行
う
た
め
、

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
・
取
付
工
事
な
ど
を
行

い
ま
す
。

　
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
な
ど
に
よ
る
災
害
時
や
緊
急

時
の
体
制
に
対
応
す
る
た
め
、大
野
地
区
の
ヘ

リ
ポ
ー
ト
場
の
整
備
を
進
め
ま
す
。

安心・安全な生活環境・基盤の充実

行財政の再生
　
発
信
力
を
高
め
、村
外
か
ら
人
を
迎
え
入
れ

る
仕
組
み
の
構
築
を
目
指
し
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
生
活
様
式
が
大
き
く
変
化
し
、

ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
新
た
な
需
要
を
生
み

出
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
協
議
会

が
行
う
空
き
家
を
活
用
し
た
移
住
体
験
住
宅

機
能
を
有
し
た「
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
施
設
」整
備

を
補
助
し
後
押
し
し
ま
す
。
ま
た
、旅
行
に
対

す
る
意
識
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
、観
光
を

活
用
し
た
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
テ
ー
マ

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
予
定
で
す
。

　
谷
瀬
の
吊
り
橋
や
玉
置
山
公
衆
ト
イ
レ
で
、

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
活
用
し
た
キ
ャッ
シ
ュレ
ス
決
済

で
利
用
者
に
寄
付
を
募
り
、そ
の
収
入
を
施
設

の
修
繕
な
ど
に
還
元
さ
せ
ま
す
。
施
設
を
含
め

た
地
域
の
魅
力
を
高
め
、旅
行
者
が
何
度
で
も

訪
れ
た
く
な
る
村
を
目
指
し
ま
す
。

　
村
内
経
済
の
活
性
化
の
た
め
、中
小
・
小
規

模
事
業
者
な
ど
の
活
動
や
雇
用
、起
業
の
支
援

「
が
ん
ば
る
事
業
者
応
援
事
業
」を
継
続
し
ま

す
。

　
居
住
す
る
た
め
の
快
適
な
住
宅
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、賃
貸
用
集
合
住
宅
の

建
設
な
ど
を
支
援
す
る
補
助
事
業
を
新
た
に

立
ち
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、空
き
家
情
報
バ
ン
ク
利
用
者
が
水
回

り
な
ど
を
改
修
す
る
た
め
の
空
き
家
改
修
事
業

補
助
な
ど
を
継
続
し
、空
き
家
の
有
効
活
用
を

図
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、空
き
家
な
ど
を
解
体

し
新
た
に
住
宅
な
ど
を
建
設
し
た
り
、危
険
な

空
き
家
な
ど
を
解
体
し
景
観
や
住
環
境
を
整

備
す
る
た
め
、空
き
家
等
解
体
事
業
補
助
を
引

き
続
き
行
い
ま
す
。

　
役
場
庁
舎
前
に
、「
診
療
所
機
能
を
含
め
た

災
害
対
策
本
部
拠
点
」の
施
設
を
２
か
年
か
け

て
建
築
し
ま
す
。
自
律
分
散
型
の
防
災
体
制

を
構
築
し
、災
害
に
強
い
村
づ
く
り
を
目
指
し

ま
す
。

　
五
條
新
宮
道
路
の
整
備
が
進
む
と
発
生
す

る
ト
ン
ネ
ル
工
事
な
ど
に
よ
る
建
設
残
土
を
処

理
す
る
た
め
、残
土
場
を
早
急
に
確
保
し
ま
す
。

　
ダ
ム
に
起
因
し
た
堆
砂
や
堆
砂
排
除
に
伴
う

粉
塵
な
ど
の
環
境
問
題
へ
の
更
な
る
対
策
、ダ

ム
湖
に
架
か
る
橋
梁
の
修
繕
に
対
し
て
相
応
の

費
用
負
担
を
ダ
ム
管
理
者
に
強
く
求
め
ま
す
。

国
・
県
に
対
し
て
は
、継
続
し
た
堆
積
土
砂
処

理
、熊
野
川
の
総
合
的
な
土
砂
管
理
に
向
け
た

取
り
組
み
、土
砂
発
生
源
対
策
の
更
な
る
進
捗

に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

　
職
員
の
意
識
改
革
、資
質
・
能
力
の
向
上
を

主
目
的
と
し
た
人
事
評
価
制
度
の
運
用
を
開

始
し
、定
着
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
厳
し

い
財
政
状
況
で
行
政
運
営
を
進
め
て
い
く
た
め

に
、職
員一人
ひ
と
り
が
経
営
感
覚
を
も
ち
、組

織一丸
と
な
って
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、役
場
内
の
チ
ェッ
ク
機
能
の
強

化
、危
機
管
理
の
徹
底
、職
員
の
意
識
改
革
に

取
り
組
み
、今
後
の
村
政
運
営
に
役
立
て
る
管

理
職
候
補
を
養
成
す
る
た
め
、人
材
育
成
に
努

め
ま
す
。

　
行
政
の
効
率
化
や
財
政
基
盤
の
安
定
化
、公

共
施
設
な
ど
限
ら
れ
た
経
営
資
源
を
有
効
活

用
す
る
こ
と
を
視
点
に
入
れ
な
が
ら
、住
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

村外から人を迎え入れるしくみの構築



事 業 名 当初予算額
にこにこキッズルーム事業
診療所医療体制整備事業（専門診療：消化器内科、整形外科）
民間賃貸住宅整備促進支援事業
美しい森林づくり基盤整備事業
十津川村地域流通商品券配布事業（第４弾）
村営タクシー「郷士号」運行事業
防災体制整備事業
村道橋梁長寿命化事業（橋梁補修）

各特別会計の予算額

会 計 名 当初予算額 前年度比
▲3.3%
5.6%

▲13.0%
▲2.6%
▲3.4%
13.5%
0.0%
▲9.3%
61.5%

445万6千円
556万9千円
4,200万円

9,052万9千円
3,225万2千円
1,514万6千円

3億8,155万2千円
1億9,030万円

4億5,233万3千円
7,039万6千円

1億8,100万5千円
6億9,229万1千円
2億6,359万9千円
4億7,574万9千円
2,837万2千円
1,342万1千円
116万1千円

国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計
介護保険事業特別会計
簡易水道事業特別会計
貯木場等維持管理事業特別会計
十津川温泉事業特別会計
湯泉地温泉事業特別会計
財産区大字迫西川特別会計

特別会計 21億7,832万7千円 （前年度比 1,109万1千円減）

令和４年度の主な事業

お問い合わせ 財政課 ☎0746-62-0903
 2022.4 村報とつかわ 4
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時
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４
年
１
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20
日（
木
）、

十
津
川
村
議
会「
第
１
回
臨
時

会
」が
開
催
さ
れ
、一
般
会
計
の

補
正
予
算
な
ど
各
議
案
に
つ
い

て
慎
重
に
審
議
し
ま
し
た
。

　
今
回
審
議
し
た
内
容
は
、次

の
と
お
り
で
す
。

第
２
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時
会
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２
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木
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し
ま
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。

　
今
回
審
議
し
た
内
容
は
、次

の
と
お
り
で
す
。

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
議
案
に
つ
い
て
専
決
処
分
が

報
告
さ
れ
、承
認
し
ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
十
津
川
村
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
10
号
）

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，５
２
４

万
円
を
追
加
し
、総
額
を
60
億
７
，

８
０
０
万
１
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
者
の

給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例

の一部
を
改
正
す
る
条
例

　
特
別
職
の
職
員
に
関
す
る
条
例

の一部
を
改
正
し
ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
十
津
川
村
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
11
号
）

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
，２
５
２
万

７
千
円
を
追
加
し
、総
額
を
61
億
６
，

０
５
２
万
８
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
令
和
３
年
度
十
津
川
村
国
民
健

康
保
険
診
療
所
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
５
号
）

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
０
８
万
円

を
追
加
し
、総
額
を
２
億
１
，５
１
２

万
４
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て

※

工
事
名
　

十
津
川
村
庁
舎
耐
震
補
強
工
事

※

契
約
の
相
手
方

株
式
会
社
奥
村
組
　
奈
良
支
店

※

変
更
前
請
負
金
額
　

４
億
８
，７
３
０
万
円

※

変
更
後
請
負
金
額
　
　
　

４
億
８
，４
３
８
万
５
千
円

※

変
更
に
よ
る
減
額

　
　
　
　
　
２
９
１
万
５
千
円

専
決
処
分
の
承
認

補
正
予
算

条
例
改
正

契
　
　約

 

一般会計

歳出
一般会計

歳入

一般会計  56億3,800万円  
（前年度比 1億700万円減） 

 村
の
家
計
簿

令
和
４
年
度
当
初
予
算億

万円
地方交付税

億
万円

村税
億 万円

村債
億 万円

国庫支出金
億 万 千円

諸収入
億 万 千円
地方譲与税
億 万 千円
県支出金
億 万 千円
繰入金
億 万 千円

使用料及び手数料
億 万 千円

地方消費税交付金
万円

財産収入
万 千円

その他
万円

お
知
ら
せ

し
ま
す
！

衛生費
億
万2千円

億
万円

総務費
億 万 千円

民生費
億
万円

公債費
億
万 千円

土木費 
億 万4千円 

農林水産業費 
億 万7千円 

 
億 万7千円 

商工費
億 万 千円
消防費

教育費

億 万 千円

災害復旧費 
万円 

議会費 
万 千円
予備費

万円

お問い合わせ
総務課 企画グループ
☎

何度でも無料で掲載可能です。
インターネットで情報を公開します。

十津川村、五條市、大淀町、下市町、野迫川村
和歌山県橋本市、新宮市、田辺市内での求人情報

十津川村役場 総務課企画グループ宛に、
窓口、メール、郵便などで提出してください。

掲載期間は原則１年間ですが、何度でも掲載可能。
抹消申請を行うことで、情報公開の停止もできます。

掲載
無料

期間
自由

受付

掲載
地域

・採用に関しては、応募した求職者とやり取りを行
ってください。
・役場は村のホームページ、窓口での情報公開のみ
を行います。求人元への求職者の案内などは行いま
せんので、予めご了承ください。
・求人票に記入していただいた内容は、そのまま公
開します。

※注意事項※

十津川村公式ホームページ内の「十津川村
お仕事ナビ」で、村内のお仕事情報を掲載・
発信します。
申請書と情報票を提出するだけで求人情報
を掲載できます。

村報とつかわ 2022.45



事 業 名 当初予算額
にこにこキッズルーム事業
診療所医療体制整備事業（専門診療：消化器内科、整形外科）
民間賃貸住宅整備促進支援事業
美しい森林づくり基盤整備事業
十津川村地域流通商品券配布事業（第４弾）
村営タクシー「郷士号」運行事業
防災体制整備事業
村道橋梁長寿命化事業（橋梁補修）

各特別会計の予算額

会 計 名 当初予算額 前年度比
▲3.3%
5.6%

▲13.0%
▲2.6%
▲3.4%
13.5%
0.0%

▲9.3%
61.5%

445万6千円
556万9千円
4,200万円

9,052万9千円
3,225万2千円
1,514万6千円

3億8,155万2千円
1億9,030万円

4億5,233万3千円
7,039万6千円

1億8,100万5千円
6億9,229万1千円
2億6,359万9千円
4億7,574万9千円
2,837万2千円
1,342万1千円
116万1千円

国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計
介護保険事業特別会計
簡易水道事業特別会計
貯木場等維持管理事業特別会計
十津川温泉事業特別会計
湯泉地温泉事業特別会計
財産区大字迫西川特別会計

特別会計 21億7,832万7千円 （前年度比 1,109万1千円減）

令和４年度の主な事業

お問い合わせ 財政課 ☎0746-62-0903
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舎
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震
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一般会計

歳出
一般会計

歳入

一般会計  56億3,800万円  
（前年度比 1億700万円減） 

 村
の
家
計
簿

令
和
４
年
度
当
初
予
算億

万円
地方交付税

億
万円

村税
億 万円

村債
億 万円

国庫支出金
億 万 千円

諸収入
億 万 千円
地方譲与税
億 万 千円
県支出金
億 万 千円
繰入金
億 万 千円

使用料及び手数料
億 万 千円

地方消費税交付金
万円

財産収入
万 千円

その他
万円

お
知
ら
せ

し
ま
す
！

衛生費
億
万2千円

億
万円

総務費
億 万 千円

民生費
億
万円

公債費
億
万 千円

土木費 
億 万4千円 

農林水産業費 
億 万7千円 

 
億 万7千円 

商工費
億 万 千円
消防費

教育費

億 万 千円

災害復旧費 
万円 

議会費 
万 千円
予備費

万円

お問い合わせ
総務課 企画グループ
☎

何度でも無料で掲載可能です。
インターネットで情報を公開します。

十津川村、五條市、大淀町、下市町、野迫川村
和歌山県橋本市、新宮市、田辺市内での求人情報

十津川村役場 総務課企画グループ宛に、
窓口、メール、郵便などで提出してください。

掲載期間は原則１年間ですが、何度でも掲載可能。
抹消申請を行うことで、情報公開の停止もできます。

掲載
無料

期間
自由

受付

掲載
地域

・採用に関しては、応募した求職者とやり取りを行
ってください。
・役場は村のホームページ、窓口での情報公開のみ
を行います。求人元への求職者の案内などは行いま
せんので、予めご了承ください。
・求人票に記入していただいた内容は、そのまま公
開します。

※注意事項※

十津川村公式ホームページ内の「十津川村
お仕事ナビ」で、村内のお仕事情報を掲載・
発信します。
申請書と情報票を提出するだけで求人情報
を掲載できます。

村報とつかわ 2022.45
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役場住民課での各種証明書の取得には
本人確認書類本人確認書類が必要です

本人確認書類とは…
 本人確認が できる書類（官公省が発行した、顔写真付きで身分を証明できるもの）

（例）運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳 など

 

（例）健康保険証、年金手帳、介護保険証、顔写真付きの社員証、学生証、キャッシュカード など

※マイナンバー通知カードは、本人確認書類としては認められません。

お問い合わせ
住民課
☎0746-62-0900

住民登録の届け出（転入・転居・転出など）

住民票の請求

戸籍謄本等の請求

身分証明書の請求

印鑑登録の申請

印鑑証明書の請求

※上記手続きに使っていただく委任状の様式は問いません。

＼このような手続きに必要です／

1点で1点で

本人確認に な書類（１点で本人確認できる書類をお持ちでない場合は、下記から２点）2点必要2点必要

届出できる人…本人または世帯主、十津川村で同一世帯の人
　※上記以外の人は委任状が必要です。
（マイナンバーカードをお持ちの人は、あわせてご提出ください。）

請求できる人…本人または同一世帯員（世帯が別の場合は、ご家族であっても委任状が必要です。）

請求できる人…本人（代理の人が請求する場合は、ご家族であっても委任状が必要です。）

申請できる人…十津川村で住民登録、外国人登録されている 15歳以上の人

代理人申請の場合は即日登録できません。
代理人専任通知受付後、申請に間違いがないか、登録される人へ照会書を郵送し、本人確認をいたします。
申請に間違いがなければ、回答書を記入し役場住民課へお越しください。

請求できる人…十津川村で印鑑登録している人
　※ご本人の場合は、印鑑登録証（カード）または登録した印鑑と本人確認書類で発行できますが、
　代理人の場合は、印鑑登録証（カード）がないと発行できません。

請求できる人…戸籍に記載されている本人、または配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属
　※上記以外の人が請求する場合は委任状が必要です。

本人が手続きする場合に必要なもの 代理人が手続きする場合に必要なもの

登録される印鑑、本人確認書類 代理人専任通知書、登録する印鑑
代理人の印鑑（認印）、代理人の本人確認書類

（
３
月
31
日
付
）

〇
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長
級

　　　　　　　　　　　

▼
池
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師(
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】

〇
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長
級
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】

〇
退
職
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議
会
事
務
局
長
】
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後
木
幹
嘉【
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設
課
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幹
】
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小
川
惠
子【
診
療
所
看
護
師
】

▼
北
村
薫【
十
津
川
中
学
校
調
理
員
】

▼
前
岡
幸
英【
総
務
課
指
導
主
事
】

▼
鎌
倉
孝
誠【
住
民
課
長
】

▼
神
戸
大
介【
診
療
所
所
長
】

▼
南
隆
哲【
教
育
委
員
会
教
育
課
学
芸
員

（
主
査
）】

▼
中
垣
夏
紀【
み
ど
り
保
育
所
保
育
士（
主
事
）】

〇
派
遣

▼
松
﨑
友
哉
・
総
務
課
主
事（
奈
良
県
派
遣
）

市
町
村
振
興
課【
福
祉
事
務
所
主
事
】

（
４
月
１
日
付
）

〇
課
長
級

▼
田
中
秀
憲
・
産
業
課
指
導
主
事（
観
光
グ
ル
ー

プ
）【
産
業
課
課
長
補
佐（
観
光
グ
ル
ー
プ
）】

▼
大
前
貴
広
・
建
設
課
指
導
技
師（
河
川･

ダ
ム
対
策
グ
ル
ー
プ
）【
建
設
課
主
幹

（
道
路
グ
ル
ー
プ
）】

▼
杉
本
正
秀
・
住
民
課
長【
財
政
課
課
長

補
佐
】

▼
丸
谷
眞
史
・
議
会
事
務
局
長（
兼
）監
査

委
員
事
務
局
長【
総
務
課
課
長
補
佐

（
企
画
グ
ル
ー
プ
）】

〇
課
長
補
佐
級

▼
中
畑
恵
美
・
総
務
課
課
長
補
佐（
総
務･

防
災
グ
ル
ー
プ
）【
総
務
課
課
長
補
佐
】

▼
北
勇
作
・
総
務
課
課
長
補
佐【
産
業
課

係
長
】

▼
浦
恵
・
総
務
課
課
長
補
佐（
企
画
グ
ル

ー
プ
）【
診
療
所
事
務
長
】

▼
下
西
正
太
郎
・
財
政
課
課
長
補
佐【
住

民
課
課
長
補
佐
】

▼
中
根
健
一
郎
・
産
業
課
課
長
補
佐（
林
業

グ
ル
ー
プ
）（
兼
）三
者
共
有
資
産
管
理

運
営
室
長【
建
設
課
課
長
補
佐（
河
川･

ダ
ム
対
策
グ
ル
ー
プ
）】

▼
後
木
雅
貴
・
産
業
課
課
長
補
佐（
農
業

グ
ル
ー
プ
）（
兼
）農
業
委
員
会
事
務
局

長【
教
育
委
員
会
教
育
課
課
長
補
佐
】

▼
北
直
美
・
建
設
課
課
長
補
佐【
建
設
課

係
長
】

▼
玉
置
一
也
・
建
設
課
主
幹（
道
路
グ
ル
ー

プ
）【
建
設
課
係
長
】

▼
千
葉
陽
一・
建
設
課
課
長
補
佐（
水
道
グ

ル
ー
プ
）【
建
設
課
係
長
】

▼
後
木
智
子
・
住
民
課
主
幹【
住
民
課
係

長
】

▼
千
葉
典
子
・
診
療
所
事
務
長【
福
祉
事

務
所
係
長
】

▼
松
村
哲
也
・
教
育
委
員
会
教
育
課
課
長
補

佐【
建
設
課
課
長
補
佐（
水
道
グ
ル
ー
プ
）】

〇
係
長
級

▼
松
本
亜
湖
・
総
務
課
係
長【
総
務
課
主
査
】

▼
川
上
直
美
・
総
務
課
係
長【
総
務
課
主
査
】

▼
和
田
一
幸
・
産
業
課
係
長（
兼
）三
者
共

有
資
産
管
理
運
営
室【
産
業
課
係
長

（
林
野
庁
派
遣
）木
材
産
業
課
】

▼
亀
本
眞
規
・
住
民
課
係
長【
住
民
課
主
査
】

▼
辻
村
な
つ
み
・
教
育
委
員
会
教
育
課
係

長【
教
育
委
員
会
教
育
課
主
査
】

〇
主
査
級

▼
川
本
悠
・
総
務
課
主
査【
総
務
課
主
査

（
奈
良
県
派
遣
）市
町
村
振
興
課
】

▼
弓
場
麻
妃
・
総
務
課
主
査【
総
務
課
主

事
】

▼
金
森
悠
・
産
業
課
主
査【
産
業
課
主
査

（
兼
）三
者
共
有
資
産
管
理
運
営
室
】

▼
浦
健
太
・
産
業
課
主
査【
産
業
課
主
査

（
兼
）三
者
共
有
資
産
管
理
運
営
室
】

▼
東
優
作
・
住
民
課
主
査【
住
民
課
主
事
】

▼
後
藤
来
美
子
・
住
民
課
保
健
師（
主
査
）

【
住
民
課
保
健
師（
主
事
）】

▼
岩
本
壮
輔
・
福
祉
事
務
所
主
査【
教
育

委
員
会
教
育
課
主
事
】

▼
東
光
・
教
育
委
員
会
教
育
課
主
査【
教

育
委
員
会
教
育
課
主
事
】

〇
主
事
級

▼
小
林
元
・
産
業
課
主
事（
兼
）三
者
共
有

資
産
管
理
運
営
室【
産
業
課
主
事
】

▼
表
谷
翔
太
・
教
育
委
員
会
教
育
課
主
事

【
総
務
課
主
事
】

〇
保
育
士

▼
垣
野
江
美
・
み
ど
り
保
育
所
保
育
士（
係

長
）【
み
ど
り
保
育
所
保
育
士（
主
査
）】

▼
藤
本
昇
吾
・
小
原
保
育
所
保
育
士（
係

長
）【
小
原
保
育
所
保
育
士（
主
査
）】

▼
山
本
葉
月
・
上
野
地
保
育
所
保
育
士

（
主
事
）【
小
原
保
育
所
保
育
士（
主

事
）】

〇
看
護
師

▼
巻
渕
壽
生
・
診
療
所
看
護
師（
係
長
）

【
診
療
所
看
護
師（
主
査
）】

〇
調
理
員

▼
澤
渡
智
子
・
十
津
川
第
二
小
学
校（
兼
）

み
ど
り
保
育
所【
十
津
川
第
二
小
学
校
】

▼
熊
澤
育
人
・
十
津
川
第
二
小
学
校（
兼
）

み
ど
り
保
育
所【
十
津
川
第
二
小
学
校
】

▼
温
井
郁
子
・
十
津
川
第
二
小
学
校（
兼
）

み
ど
り
保
育
所【
十
津
川
第
二
小
学
校
】

▼
後
木
茂
宏
・
十
津
川
第
一
小
学
校【
十
津

川
第
二
小
学
校
】

〇
新
規
採
用

▼
水
谷
晃
・
建
設
課
主
事

▼
早
川
諒
一・
診
療
所
看
護
師（
主
事
）

▼
尾
中
奎
太
・
福
祉
事
務
所
主
事

〇
会
計
年
度
度
任
用
職
員（
事
務
補
助
）

▼
垣
野
智
之
・
建
設
課【
教
育
委
員
会
教

育
課
】

▼
天
野
知
明
・
産
業
課（
兼
）施
設
課【
産

業
課
】

【
　
】は
旧
職

役
場
人
事
異
動
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役場住民課での各種証明書の取得には
本人確認書類本人確認書類が必要です

本人確認書類とは…
 本人確認が できる書類（官公省が発行した、顔写真付きで身分を証明できるもの）

（例）運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳 など

 

（例）健康保険証、年金手帳、介護保険証、顔写真付きの社員証、学生証、キャッシュカード など

※マイナンバー通知カードは、本人確認書類としては認められません。

お問い合わせ
住民課
☎0746-62-0900

住民登録の届け出（転入・転居・転出など）

住民票の請求

戸籍謄本等の請求

身分証明書の請求

印鑑登録の申請

印鑑証明書の請求

※上記手続きに使っていただく委任状の様式は問いません。

＼このような手続きに必要です／

1点で1点で

本人確認に な書類（１点で本人確認できる書類をお持ちでない場合は、下記から２点）2点必要2点必要

届出できる人…本人または世帯主、十津川村で同一世帯の人
　※上記以外の人は委任状が必要です。
（マイナンバーカードをお持ちの人は、あわせてご提出ください。）

請求できる人…本人または同一世帯員（世帯が別の場合は、ご家族であっても委任状が必要です。）

請求できる人…本人（代理の人が請求する場合は、ご家族であっても委任状が必要です。）

申請できる人…十津川村で住民登録、外国人登録されている 15歳以上の人

代理人申請の場合は即日登録できません。
代理人専任通知受付後、申請に間違いがないか、登録される人へ照会書を郵送し、本人確認をいたします。
申請に間違いがなければ、回答書を記入し役場住民課へお越しください。

請求できる人…十津川村で印鑑登録している人
　※ご本人の場合は、印鑑登録証（カード）または登録した印鑑と本人確認書類で発行できますが、
　代理人の場合は、印鑑登録証（カード）がないと発行できません。

請求できる人…戸籍に記載されている本人、または配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属
　※上記以外の人が請求する場合は委任状が必要です。

本人が手続きする場合に必要なもの 代理人が手続きする場合に必要なもの

登録される印鑑、本人確認書類 代理人専任通知書、登録する印鑑
代理人の印鑑（認印）、代理人の本人確認書類

（
３
月
31
日
付
）

〇
課
長
級

　　　　　　　　　　　

▼
池
上
豊
・
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
森
林

整
備
部 

森
林
整
備
課
造
林
係
長【
産
業

課
指
導
技
師(

兼) 

三
者
共
有
資
産
管

理
運
営
室
】

〇
係
長
級

▼
浦
岡
敦
・
奈
良
県【
建
設
課
係
長
】

〇
退
職

　　　　　　　　　　　

▼
吉
本
克
視【
議
会
事
務
局
長
】

▼
後
木
幹
嘉【
建
設
課
主
幹
】

▼
小
川
惠
子【
診
療
所
看
護
師
】

▼
北
村
薫【
十
津
川
中
学
校
調
理
員
】

▼
前
岡
幸
英【
総
務
課
指
導
主
事
】

▼
鎌
倉
孝
誠【
住
民
課
長
】

▼
神
戸
大
介【
診
療
所
所
長
】

▼
南
隆
哲【
教
育
委
員
会
教
育
課
学
芸
員

（
主
査
）】

▼
中
垣
夏
紀【
み
ど
り
保
育
所
保
育
士（
主
事
）】

〇
派
遣

▼
松
﨑
友
哉
・
総
務
課
主
事（
奈
良
県
派
遣
）

市
町
村
振
興
課【
福
祉
事
務
所
主
事
】

（
４
月
１
日
付
）

〇
課
長
級

▼
田
中
秀
憲
・
産
業
課
指
導
主
事（
観
光
グ
ル
ー

プ
）【
産
業
課
課
長
補
佐（
観
光
グ
ル
ー
プ
）】

▼
大
前
貴
広
・
建
設
課
指
導
技
師（
河
川･

ダ
ム
対
策
グ
ル
ー
プ
）【
建
設
課
主
幹

（
道
路
グ
ル
ー
プ
）】

▼
杉
本
正
秀
・
住
民
課
長【
財
政
課
課
長

補
佐
】

▼
丸
谷
眞
史
・
議
会
事
務
局
長（
兼
）監
査

委
員
事
務
局
長【
総
務
課
課
長
補
佐

（
企
画
グ
ル
ー
プ
）】

〇
課
長
補
佐
級

▼
中
畑
恵
美
・
総
務
課
課
長
補
佐（
総
務･

防
災
グ
ル
ー
プ
）【
総
務
課
課
長
補
佐
】

▼
北
勇
作
・
総
務
課
課
長
補
佐【
産
業
課

係
長
】

▼
浦
恵
・
総
務
課
課
長
補
佐（
企
画
グ
ル

ー
プ
）【
診
療
所
事
務
長
】

▼
下
西
正
太
郎
・
財
政
課
課
長
補
佐【
住

民
課
課
長
補
佐
】

▼
中
根
健
一
郎
・
産
業
課
課
長
補
佐（
林
業

グ
ル
ー
プ
）（
兼
）三
者
共
有
資
産
管
理

運
営
室
長【
建
設
課
課
長
補
佐（
河
川･

ダ
ム
対
策
グ
ル
ー
プ
）】

▼
後
木
雅
貴
・
産
業
課
課
長
補
佐（
農
業

グ
ル
ー
プ
）（
兼
）農
業
委
員
会
事
務
局

長【
教
育
委
員
会
教
育
課
課
長
補
佐
】

▼
北
直
美
・
建
設
課
課
長
補
佐【
建
設
課

係
長
】

▼
玉
置
一
也
・
建
設
課
主
幹（
道
路
グ
ル
ー

プ
）【
建
設
課
係
長
】

▼
千
葉
陽
一・
建
設
課
課
長
補
佐（
水
道
グ

ル
ー
プ
）【
建
設
課
係
長
】

▼
後
木
智
子
・
住
民
課
主
幹【
住
民
課
係

長
】

▼
千
葉
典
子
・
診
療
所
事
務
長【
福
祉
事

務
所
係
長
】

▼
松
村
哲
也
・
教
育
委
員
会
教
育
課
課
長
補

佐【
建
設
課
課
長
補
佐（
水
道
グ
ル
ー
プ
）】

〇
係
長
級

▼
松
本
亜
湖
・
総
務
課
係
長【
総
務
課
主
査
】

▼
川
上
直
美
・
総
務
課
係
長【
総
務
課
主
査
】

▼
和
田
一
幸
・
産
業
課
係
長（
兼
）三
者
共

有
資
産
管
理
運
営
室【
産
業
課
係
長

（
林
野
庁
派
遣
）木
材
産
業
課
】

▼
亀
本
眞
規
・
住
民
課
係
長【
住
民
課
主
査
】

▼
辻
村
な
つ
み
・
教
育
委
員
会
教
育
課
係

長【
教
育
委
員
会
教
育
課
主
査
】

〇
主
査
級

▼
川
本
悠
・
総
務
課
主
査【
総
務
課
主
査

（
奈
良
県
派
遣
）市
町
村
振
興
課
】

▼
弓
場
麻
妃
・
総
務
課
主
査【
総
務
課
主

事
】

▼
金
森
悠
・
産
業
課
主
査【
産
業
課
主
査

（
兼
）三
者
共
有
資
産
管
理
運
営
室
】

▼
浦
健
太
・
産
業
課
主
査【
産
業
課
主
査

（
兼
）三
者
共
有
資
産
管
理
運
営
室
】

▼
東
優
作
・
住
民
課
主
査【
住
民
課
主
事
】

▼
後
藤
来
美
子
・
住
民
課
保
健
師（
主
査
）

【
住
民
課
保
健
師（
主
事
）】

▼
岩
本
壮
輔
・
福
祉
事
務
所
主
査【
教
育

委
員
会
教
育
課
主
事
】

▼
東
光
・
教
育
委
員
会
教
育
課
主
査【
教

育
委
員
会
教
育
課
主
事
】

〇
主
事
級

▼
小
林
元
・
産
業
課
主
事（
兼
）三
者
共
有

資
産
管
理
運
営
室【
産
業
課
主
事
】

▼
表
谷
翔
太
・
教
育
委
員
会
教
育
課
主
事

【
総
務
課
主
事
】

〇
保
育
士

▼
垣
野
江
美
・
み
ど
り
保
育
所
保
育
士（
係

長
）【
み
ど
り
保
育
所
保
育
士（
主
査
）】

▼
藤
本
昇
吾
・
小
原
保
育
所
保
育
士（
係

長
）【
小
原
保
育
所
保
育
士（
主
査
）】

▼
山
本
葉
月
・
上
野
地
保
育
所
保
育
士

（
主
事
）【
小
原
保
育
所
保
育
士（
主

事
）】

〇
看
護
師

▼
巻
渕
壽
生
・
診
療
所
看
護
師（
係
長
）

【
診
療
所
看
護
師（
主
査
）】

〇
調
理
員

▼
澤
渡
智
子
・
十
津
川
第
二
小
学
校（
兼
）

み
ど
り
保
育
所【
十
津
川
第
二
小
学
校
】

▼
熊
澤
育
人
・
十
津
川
第
二
小
学
校（
兼
）

み
ど
り
保
育
所【
十
津
川
第
二
小
学
校
】

▼
温
井
郁
子
・
十
津
川
第
二
小
学
校（
兼
）

み
ど
り
保
育
所【
十
津
川
第
二
小
学
校
】

▼
後
木
茂
宏
・
十
津
川
第
一
小
学
校【
十
津

川
第
二
小
学
校
】

〇
新
規
採
用

▼
水
谷
晃
・
建
設
課
主
事

▼
早
川
諒
一・
診
療
所
看
護
師（
主
事
）

▼
尾
中
奎
太
・
福
祉
事
務
所
主
事

〇
会
計
年
度
度
任
用
職
員（
事
務
補
助
）

▼
垣
野
智
之
・
建
設
課【
教
育
委
員
会
教

育
課
】

▼
天
野
知
明
・
産
業
課（
兼
）施
設
課【
産

業
課
】

【
　
】は
旧
職

役
場
人
事
異
動
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　 －　役場代表　－
電 話  0746-62-0001
FAX  0746-62-0210
IPﾌｫﾝ  050-5004-6720
　　　050-5004-6721
　　　050-5004-6722

　　－　庁舎２階　－
総務 （総務・防災）62-0001
　　 （企画）62-0910
産業 （観光）62-0004
　　 （農業）62-0005
　　 （林業）62-0909
教育 62-0003・62-0067

　　－　庁舎１階　－
住民 62-0900・62-0911
財政 62-0903
建設 62-0033（直通）
　　 （道路）62-0904
　　 （ダム）62-0907
　　 （水道）62-0908

福祉 62-0901・62-0902
施設 62-0905
出納 62-0906

　　－　庁舎３階　－
議会事務局 62-0002

　　　　　　　　－　庁　　外　－
衛生センター　 63-0391
小原診療所　　 63-0040
歴史民俗資料館 62-0137

し尿処理場　 63-0291
上野地診療所 68-0207
体育文化センター 63-0067

観光協会　　　 63-0200
泉湯　　　　　 62-0090
温泉プール　　 64-0762
北部保健センター 68-0017
十津川警察庁舎 63-0110

道の駅十津川郷 63-0003
庵の湯　　　　 64-1100
社会福祉協議会 64-0666
商工会　　　　62-0132
五條消防大塔分署 0747-36-0317

　  －　役場以外　－
森林館(古ル野) 62-0567
滝の湯　　　　62-0400
高森の郷　　　64-1800
森林組合　　　64-0301
五條消防十津川分署 64-1190

ひろば

※公衆浴場・温泉プールの村民の利用料金は、
　変更ありません。
※上野地駐車場は、村外・村内統一料金です。

○
授
業
料
等
減
免
と
給
付
型
奨
学
金

（
生
活
費
）を
併
せ
た
手
厚
い
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
高
校
等
ご
と
の
推
薦
枠（
人
数
上

限
）は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
高
校
な
ど
の
成
績
だ
け
で
否
定
的

な
判
断
を
せ
ず
、レ
ポ
ー
ト
や
面
談

に
よ
り
本
人
の
学
修
意
欲
や
進
学

目
的
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

○
進
学
先
の
大
学
な
ど
で
は
、し
っ
か

り
学
習
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す（
成
績
次
第
で
警
告
や
支
援
の
打

切
り
も
あ
り
ま
す
）。

詳
し
く
は

（
制
度
全
体
の
概
要
）

（
給
付
奨
学
金
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

■問  

日
本
学
生
支
援
機
構
奨
学
金
相
談

セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０・６
６
６・３
０
１

(

月
〜
金
、９
時
〜
20
時)

ま
た
は
、各
大
学･

専
門
学
校
な
ど

の
学
生
課
や
奨
学
金
窓
口

ひろば

【
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は

  

５
月
31
日
で
す
】

　
自
動
車
税
種
別
割
は
、毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者（
割
賦
販
売
な
ど
の

場
合
は
使
用
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
金
融
機
関
や
県
税
事
務
所
の
窓
口
、

コ
ン
ビ
ニ
、ペ
イ
ジ
ー
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン（PayB

、PayPay

、LIN
E Pay

）

で
も
納
付
が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、納
税
通
知
書
に
同
封
の
チ

ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
運
輸
支
局
で
の
住
所
変
更
手
続
き
が

遅
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、自
動

車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い

な
い
場
合
は
、奈
良
県
自
動
車
税
事
務
所

自
動
車
税
第一課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

住
所
を
変
更
さ
れ
た
人
や
県
外
ナ

ン
バ
ー
の
自
動
車
を
お
持
ち
の
人
は
、

運
輸
支
局
で
す
み
や
か
に
変
更
登
録

の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■問  

奈
良
県
自
動
車
税
事
務
所

自
動
車
税
第一課

☎
０
７
４
３・
51
・０
０
８
１

【
無
料
法
律
相
談
】

　
奈
良
弁
護
士
会
の
担
当
弁
護
士
に

よ
る
法
律
相
談
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

■申  

要
予
約
。
左
記
問
合
せ
先
に
申
込
み
。

２
週
間
前
か
ら
平
日
の
み
受
付
。

■時  

５
月
26
日（
木
）13
時
〜
16
時

■所  

十
津
川
村
役
場
　
第
２
会
議
室

■問  

奈
良
弁
護
士
会
・
中
南
和
法
律
相

談
係

　
☎
０
７
４
２・
22
・２
０
３
５

【
児
童
福
祉
出
張
相
談
】

　
原
則
満
18
歳
未
満
の
児
童
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
、児
童
福
祉
司

や
児
童
心
理
司
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。

■申  

要
予
約
。
左
記
問
合
せ
先
に
申
込
み
。

■時  

■所  

10
時
30
分
〜
16
時

　
①
吉
野
町
中
央
公
民
館（
吉
野
町
）

６
月
10
日
、８
月
12
日
、

10
月
７
日
、12
月
９
日
、

２
月
10
日

　
②
下
市
町
保
健
セ
ン
タ
ー（
下
市
町
）

　
　
５
月
13
日
、７
月
８
日
、

　
　
９
月
９
日
、11
月
11
日
、

　
　
１
月
13
日
、３
月
10
日
　
　

■問  

奈
良
県
高
田
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ

ン
タ
ー

☎
０
７
４
５・
22
・６
０
７
９

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

【
無
料
労
働
相
談
会
を
毎
月
実
施
】

　
奈
良
県
労
働
委
員
会
の
委
員
が
、校

正
・
中
立
な
立
場
で
解
雇
や
賃
金
問

題
、パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
の
労
働
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
の
相
談（
募
集
や
採
用
の
相

談
は
除
く
）に
応
じ
ま
す
。

　
　  

県
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
労
働

者
、県
内
に
事
業
所
が
あ
る
事
業
主

■申  

前
日
の
16
時
30
分
ま
で
に
要
予
約
。

左
記
問
合
せ
先
に
申
込
み
。

■時  

原
則
と
し
て
毎
月
第
２
木
曜
日

※

４
月
は
14
日（
木
）実
施

15
時
〜
16
時（
相
談
時
間
１
人
30

分
程
度
）

■所  

奈
良
県
奈
良
総
合
庁
舎（
奈
良
市
）

■問  

奈
良
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
７
４
２・
20
・４
４
３
１

　 http://www.pref.nara.jp/1704.htm

【
大
学
や
専
門
学
校
で
学
ぶ

　
修
学
支
援
新
制
度
が
あ
り
ま
す
】

　
高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
は
、

大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校（
４

年
生
及
び
５
年
生
）・
専
門
学
校
に
通

う
際
の
授
業
料
な
ど
の
減
免
と
返
済

不
要
の
給
付
型
奨
学
金
の
支
給
を
行

う
も
の
で
す
。

　
　  

住
民
税
非
課
税
世
帯
及
び
そ
れ

に
準
ず
る
世
帯
の
学
生
な
ど

【
公
共
施
設
の
利
用
料
金 

変
更
】

　
４
月
１
日
か
ら
、公
衆
浴
場
お
よ
び
上
野
地
駐
車
場
の
料

金
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

■問  
産
業
課
　
観
光
グ
ル
ー
プ 

☎
０
７
４
６・
62
・０
０
０
４

道168号の早期整備を国に要望国 高 規 格 道 路 「 五 條 新 宮 道 路 」

　国道168号の長殿道路や風屋川津・宇宮原工区では国の直
轄代行事業による工事が始まっており、十津川道路Ⅱ期区間に
おいても測量や調査ボーリングなどが始まりました。
　また、奈良県が行う五條市大塔町の阪本工区ではトンネル掘
削が始まり、新天辻工区でも調査・設計が進められ、早期供用に
期待するところです。
　国道168号（五條・新宮間）整備促進協議会（会長：小山手
十津川村長）では、事業に要する予算の確保と早期整備を10
月、12月に国土交通省や財務省に要望しました。また国が指定
を進める重要物流道路に指定されることで、優先的整備がなさ
れるよう、２月に特別要望も行いました。

▲村山一弥道路局長への要望（2月・国土交通省）

▲吉岡幹夫技監への要望（2月・国土交通省）

北尾昌也主計官への要望（10月・財務省）▶

■利用料金〔村外〕
滝の湯 泉湯 庵の湯 昴の郷

温泉プール
昴の郷温泉保養館

星の湯

大人 800円 500円
→ 600円 600円 1,000円 1,000円

300円 300円 500円 500円

500円
→ 

800円
→ 

800円
→ 

小学生
以下 400円 250円

→ 
250円
→ 

400円
→ 

400円
→ 

上野地駐車場

バス 2,000円

普通車 500円→ 800円
バイク 200円→ 400円

対
象

対
象

　文部科学省
特設ホームページ

　日本学生支援
機構進学資金
シミュレーター
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　 －　役場代表　－
電 話  0746-62-0001
FAX  0746-62-0210
IPﾌｫﾝ  050-5004-6720
　　　050-5004-6721
　　　050-5004-6722

　　－　庁舎２階　－
総務 （総務・防災）62-0001
　　 （企画）62-0910
産業 （観光）62-0004
　　 （農業）62-0005
　　 （林業）62-0909
教育 62-0003・62-0067

　　－　庁舎１階　－
住民 62-0900・62-0911
財政 62-0903
建設 62-0033（直通）
　　 （道路）62-0904
　　 （ダム）62-0907
　　 （水道）62-0908

福祉 62-0901・62-0902
施設 62-0905
出納 62-0906

　　－　庁舎３階　－
議会事務局 62-0002

　　　　　　　　－　庁　　外　－
衛生センター　 63-0391
小原診療所　　 63-0040
歴史民俗資料館 62-0137

し尿処理場　 63-0291
上野地診療所 68-0207
体育文化センター 63-0067

観光協会　　　 63-0200
泉湯　　　　　 62-0090
温泉プール　　 64-0762
北部保健センター 68-0017
十津川警察庁舎 63-0110

道の駅十津川郷 63-0003
庵の湯　　　　 64-1100
社会福祉協議会 64-0666
商工会　　　　62-0132
五條消防大塔分署 0747-36-0317

　  －　役場以外　－
森林館(古ル野) 62-0567
滝の湯　　　　62-0400
高森の郷　　　64-1800
森林組合　　　64-0301
五條消防十津川分署 64-1190

ひろば

※公衆浴場・温泉プールの村民の利用料金は、
　変更ありません。
※上野地駐車場は、村外・村内統一料金です。

○
授
業
料
等
減
免
と
給
付
型
奨
学
金

（
生
活
費
）を
併
せ
た
手
厚
い
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
高
校
等
ご
と
の
推
薦
枠（
人
数
上

限
）は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
高
校
な
ど
の
成
績
だ
け
で
否
定
的

な
判
断
を
せ
ず
、レ
ポ
ー
ト
や
面
談

に
よ
り
本
人
の
学
修
意
欲
や
進
学

目
的
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

○
進
学
先
の
大
学
な
ど
で
は
、し
っ
か

り
学
習
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す（
成
績
次
第
で
警
告
や
支
援
の
打

切
り
も
あ
り
ま
す
）。

詳
し
く
は

（
制
度
全
体
の
概
要
）

（
給
付
奨
学
金
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

■問  

日
本
学
生
支
援
機
構
奨
学
金
相
談

セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０・６
６
６・３
０
１

(

月
〜
金
、９
時
〜
20
時)

ま
た
は
、各
大
学･

専
門
学
校
な
ど

の
学
生
課
や
奨
学
金
窓
口

ひろば

【
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は

  
５
月
31
日
で
す
】

　
自
動
車
税
種
別
割
は
、毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者（
割
賦
販
売
な
ど
の

場
合
は
使
用
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
金
融
機
関
や
県
税
事
務
所
の
窓
口
、

コ
ン
ビ
ニ
、ペ
イ
ジ
ー
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン（PayB

、PayPay

、LIN
E Pay

）

で
も
納
付
が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、納
税
通
知
書
に
同
封
の
チ

ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
運
輸
支
局
で
の
住
所
変
更
手
続
き
が

遅
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、自
動

車
税
種
別
割
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い

な
い
場
合
は
、奈
良
県
自
動
車
税
事
務
所

自
動
車
税
第一課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

住
所
を
変
更
さ
れ
た
人
や
県
外
ナ

ン
バ
ー
の
自
動
車
を
お
持
ち
の
人
は
、

運
輸
支
局
で
す
み
や
か
に
変
更
登
録

の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■問  

奈
良
県
自
動
車
税
事
務
所

自
動
車
税
第一課

☎
０
７
４
３・
51
・０
０
８
１

【
無
料
法
律
相
談
】

　
奈
良
弁
護
士
会
の
担
当
弁
護
士
に

よ
る
法
律
相
談
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

■申  

要
予
約
。
左
記
問
合
せ
先
に
申
込
み
。

２
週
間
前
か
ら
平
日
の
み
受
付
。

■時  

５
月
26
日（
木
）13
時
〜
16
時

■所  

十
津
川
村
役
場
　
第
２
会
議
室

■問  

奈
良
弁
護
士
会
・
中
南
和
法
律
相

談
係

　
☎
０
７
４
２・
22
・２
０
３
５

【
児
童
福
祉
出
張
相
談
】

　
原
則
満
18
歳
未
満
の
児
童
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
、児
童
福
祉
司

や
児
童
心
理
司
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。

■申  

要
予
約
。
左
記
問
合
せ
先
に
申
込
み
。

■時  

■所  

10
時
30
分
〜
16
時

　
①
吉
野
町
中
央
公
民
館（
吉
野
町
）

６
月
10
日
、８
月
12
日
、

10
月
７
日
、12
月
９
日
、

２
月
10
日

　
②
下
市
町
保
健
セ
ン
タ
ー（
下
市
町
）

　
　
５
月
13
日
、７
月
８
日
、

　
　
９
月
９
日
、11
月
11
日
、

　
　
１
月
13
日
、３
月
10
日
　
　

■問  

奈
良
県
高
田
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ

ン
タ
ー

☎
０
７
４
５・
22
・６
０
７
９

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

【
無
料
労
働
相
談
会
を
毎
月
実
施
】

　
奈
良
県
労
働
委
員
会
の
委
員
が
、校

正
・
中
立
な
立
場
で
解
雇
や
賃
金
問

題
、パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
の
労
働
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
の
相
談（
募
集
や
採
用
の
相

談
は
除
く
）に
応
じ
ま
す
。

　
　  

県
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
労
働

者
、県
内
に
事
業
所
が
あ
る
事
業
主

■申  

前
日
の
16
時
30
分
ま
で
に
要
予
約
。

左
記
問
合
せ
先
に
申
込
み
。

■時  

原
則
と
し
て
毎
月
第
２
木
曜
日

※

４
月
は
14
日（
木
）実
施

15
時
〜
16
時（
相
談
時
間
１
人
30

分
程
度
）

■所  

奈
良
県
奈
良
総
合
庁
舎（
奈
良
市
）

■問  

奈
良
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
７
４
２・
20
・４
４
３
１

　 http://www.pref.nara.jp/1704.htm

【
大
学
や
専
門
学
校
で
学
ぶ

　
修
学
支
援
新
制
度
が
あ
り
ま
す
】

　
高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
は
、

大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校（
４

年
生
及
び
５
年
生
）・
専
門
学
校
に
通

う
際
の
授
業
料
な
ど
の
減
免
と
返
済

不
要
の
給
付
型
奨
学
金
の
支
給
を
行

う
も
の
で
す
。

　
　  

住
民
税
非
課
税
世
帯
及
び
そ
れ

に
準
ず
る
世
帯
の
学
生
な
ど

【
公
共
施
設
の
利
用
料
金 

変
更
】

　
４
月
１
日
か
ら
、公
衆
浴
場
お
よ
び
上
野
地
駐
車
場
の
料

金
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

■問  

産
業
課
　
観
光
グ
ル
ー
プ 

☎
０
７
４
６・
62
・０
０
０
４

道168号の早期整備を国に要望国 高 規 格 道 路 「 五 條 新 宮 道 路 」

　国道168号の長殿道路や風屋川津・宇宮原工区では国の直
轄代行事業による工事が始まっており、十津川道路Ⅱ期区間に
おいても測量や調査ボーリングなどが始まりました。
　また、奈良県が行う五條市大塔町の阪本工区ではトンネル掘
削が始まり、新天辻工区でも調査・設計が進められ、早期供用に
期待するところです。
　国道168号（五條・新宮間）整備促進協議会（会長：小山手
十津川村長）では、事業に要する予算の確保と早期整備を10
月、12月に国土交通省や財務省に要望しました。また国が指定
を進める重要物流道路に指定されることで、優先的整備がなさ
れるよう、２月に特別要望も行いました。

▲村山一弥道路局長への要望（2月・国土交通省）

▲吉岡幹夫技監への要望（2月・国土交通省）

北尾昌也主計官への要望（10月・財務省）▶

■利用料金〔村外〕
滝の湯 泉湯 庵の湯 昴の郷

温泉プール
昴の郷温泉保養館

星の湯

大人 800円 500円
→ 600円 600円 1,000円 1,000円

300円 300円 500円 500円

500円
→ 

800円
→ 

800円
→ 

小学生
以下 400円 250円

→ 
250円
→ 

400円
→ 

400円
→ 

上野地駐車場

バス 2,000円

普通車 500円→ 800円
バイク 200円→ 400円

対
象

対
象

　文部科学省
特設ホームページ

　日本学生支援
機構進学資金
シミュレーター
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お問い合わせ 産業課 林業グループ ☎０７４６－６２－０９０９
十津川式林業６次産業化 サイト「山にこだわる。木にこだわる。」

搬出間伐への補助金が必ず申請できるようになりました！

森林の売買などに関する相談窓口を森林組合に設置します！

（相談窓口）
十津川村森林組合
℡

林業事業体森林所有者

①相談 ②情報提供

山林を処分
したい、
管理を任せ
たい

③管理委託
・売買

山林を集約
して、
整備したい

＜制度のイメージ＞

十津川村では

山山をを動動かかすすための
仕仕組組みみづづくくりりを進めています！！

～令和４年度 新たな事業のご紹介～

国・県

要望
万円

要望
万円

要望した補助金が
どれだけ受けられるか
分からないため、計画
的な事業の実施が困難

要望した補助金が
すべて受けられ、
計画的な事業の
実施が可能に！

村
※村を経由しない場合もあります

国・県補助から漏れた分を
村が補う（搬出間伐のみ）

万円

林業事業体等

配分
万円

＜制度のイメージ＞
例：国・県に要望した補助金が ％しか配分されなかった場合

配分
万円

　これまで、搬出間伐に対する補助金については、
必ずしも国・県に要望した分を全て受けられるとは
限らず、山主・林業事業体の皆さんが計画的に事業
を行うことに対して支障となっていました。
　このため村では、不安定な状況を解消するため、
令和4年度から国・県補助金に採択されなかった搬
出間伐事業（当初要望分に限る）を村費で補う仕組
みを構築しました。

　森林は、土砂災害の防止などの公益的な役割を担うと
同時に、村の産業振興を支える存在であり、適切に整備し
ていく必要があります。しかし、集落周辺で、特に所有規
模が小さい森林などでは、整備の遅れが見られます。
　また、近年、こうした小規模森林の所有者を中心に、「森
林をどう管理すれば良いか分からない」、「山林を売却・寄
附したい」といった声が多く聞かれます。
　このため、森林の管理・処分などの相談を受け付け、森林
の購入などにより集約化を行おうとする事業者などにお繋
ぎする相談窓口を十津川村森林組合に設置します。 迫西川に検査へ行ってきました。

幅 センチほどの岩場をロープを
使って通ったり、 度くらい傾斜
ありそうな場所を下りたり、
足が震えるほど怖かったです。

ど
ん
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
の
か

紹
介
し
ま
す
！

生物多様性保全機能
その土地に適した動植物が
生存できる環境を維持したり、
大気汚染や騒音の被害を軽減する機能

森林資源生産機能
森林資源（木材、きのこなどの林産物）
を生産する機能

レクリエーション機能
療養や癒し、教育や芸術など、
保健的、文化的な機能

防災機能
表層崩壊（浅い土砂崩れ）を防いだり、
雨水の貯水する機能

森林の４つの機能

道からかなり遠い、または
かなりの急傾斜地の人工林

将来、天然林と同じような
機能を発揮するように

生物多様性保全機能

道から少し近い人工林
スギ・ヒノキ中心の林業に
適した森林を目指す

森林資源生産機能

道から近い人工林
複数の林齢、樹種が共存す
る針広混交林を目指す

レクリエーション機能・防災機能

た
と
え
ば

今回の変更点 森林計画制度

(国)
全国森林計画

 
 

(奈良県)
地域森林計画

 
 

(十津川村)
市町村森林整備計画

 
  
 
 

(森林所有者や事業体)
森林経営計画

改正！

改正！

変更
しました！

　
森
林
計
画
制
度
に
基
づ
い
て
、

市
町
村
が
今
後
10
年
間
の
森
林

整
備
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
通
し
て
、

５
年
ご
と
に
策
定
す
る
計
画
で

す
。

　
市
町
村
が
地
域
の
実
情
に
応

じ
、都
道
府
県
や
林
業
関
係
者

と一体
と
な
っ
て
必
要
な
施
策
を

講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、適
切
な
森

林
整
備
を
進
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　
十
津
川
村
で
は
、令
和
３
年
３

月
30
日
に
策
定
し
、今
回
は
国
の

制
度
の
改
正
に
伴
い一部
改
正
し

ま
し
た
。

『
市
町
村

森
林
整
備
計
画
』を

ご
存
知
で
す
か
？

市
町
村
が
主
体
と
な
り

地
域
で
発
揮
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
機
能
に
応
じ
て

森
林
の
区
域
を
設
定
し

そ
の
中
で
進
め
よ
う
と
す
る

施
業
方
法
を
明
示
し
ま
す
。

針
広
混
交
林
を
目
指
し
て

皆
伐
は
せ
ず
、

択
伐
な
ど
を
行
う
よ
う
に

森
林
を
誘
導
し
ま
す

国
が
制
定
す
る「
全
国
森
林
計
画
」が

改
定
さ
れ
る
と
、そ
れ
に
即
し
て

県
や
村
の
計
画
も
改
正
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
改
正
に
よ
り

県
か
ら
の
補
助
金
の
補
助
率
が
上
が
っ
た
り

森
林
経
営
計
画
の
皆
伐
後
の
造
林
が

義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
市
町
村
森
林
整
備
計
画
は
、村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　ジ
に
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

効
率
的
な
森
林
施
業
を

推
進
す
る
た
め
に

村
内
の
路
網
整
備
の

計
画
を
記
載
し
ま
す
。

効
率
的
な
森
林
施
業
を

推
進
す
る
た
め
に

村
内
の
路
網
整
備
の

計
画
を
記
載
し
ま
す
。

皆
伐
後
、ど
ん
な
樹
種
を

ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り

何
本
植
え
る
べ
き
な
の
か
、

特
に
獣
害
が
ひ
ど
い
地
域
は

ど
の
よ
う
な
対
策
が
必
要
な
の
か

明
示
し
ま
す
。

皆
伐
後
、ど
ん
な
樹
種
を

ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り

何
本
植
え
る
べ
き
な
の
か
、

特
に
獣
害
が
ひ
ど
い
地
域
は

ど
の
よ
う
な
対
策
が
必
要
な
の
か

明
示
し
ま
す
。

計
画
の
内
容

そ
の
① 

森
林
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ

計
画
の
内
容

そ
の
② 

路
網
計
画

計
画
の
内
容

そ
の
③ 

造
林
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　 職

員
の
ひ
と
こ
と 

  

　
　
　
　〜
最
近
の
現
場
〜

●
国
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に「
特
に
効
率
的
な
施
業

が
可
能
な
森
林
」の
区
域
及
び
施
業
方
法

を
追
加（
地
域
森
林
計
画
の
記
載
内
容
を

反
映
す
る
た
め
）

●
地
域
森
林
計
画
対
象
民
有
林
の
異
動
な

ど
に
伴
う
村
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
変
更

＜対象となる補助金＞
名称 補助率等 窓口

森林資源
適正管理
推進事業

・補助率： ％程度
・原則として、森林経営計画
の策定が必要
・林齢：ｽｷﾞ 年・ﾋﾉｷ 年生
市町村森林整備計画で定める
標準伐期齢の 倍の林齢 以下

奈良県
南部農林振興事務所
森林共生推進第二課
℡

美しい
森林づくり
基盤整備
事業

・補助率： ％以内
※森林経営計画内の森林で村内
事業体が作業を行う場合は、
％以内

十津川村
産業課
林業グループ
℡

注 申請者の条件などによって補助率が変わります。
注 上記のほか、搬出材積などに関する要件があります。

計画している事業が補助金の対象となるか、事前に窓口までご相談ください。

５月
から
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お問い合わせ 産業課 林業グループ ☎０７４６－６２－０９０９
十津川式林業６次産業化 サイト「山にこだわる。木にこだわる。」

搬出間伐への補助金が必ず申請できるようになりました！

森林の売買などに関する相談窓口を森林組合に設置します！

（相談窓口）
十津川村森林組合
℡

林業事業体森林所有者

①相談 ②情報提供

山林を処分
したい、
管理を任せ
たい

③管理委託
・売買

山林を集約
して、
整備したい

＜制度のイメージ＞

十津川村では

山山をを動動かかすすための
仕仕組組みみづづくくりりを進めています！！

～令和４年度 新たな事業のご紹介～

国・県

要望
万円

要望
万円

要望した補助金が
どれだけ受けられるか
分からないため、計画
的な事業の実施が困難

要望した補助金が
すべて受けられ、
計画的な事業の
実施が可能に！

村
※村を経由しない場合もあります

国・県補助から漏れた分を
村が補う（搬出間伐のみ）

万円

林業事業体等

配分
万円

＜制度のイメージ＞
例：国・県に要望した補助金が ％しか配分されなかった場合

配分
万円

　これまで、搬出間伐に対する補助金については、
必ずしも国・県に要望した分を全て受けられるとは
限らず、山主・林業事業体の皆さんが計画的に事業
を行うことに対して支障となっていました。
　このため村では、不安定な状況を解消するため、
令和4年度から国・県補助金に採択されなかった搬
出間伐事業（当初要望分に限る）を村費で補う仕組
みを構築しました。

　森林は、土砂災害の防止などの公益的な役割を担うと
同時に、村の産業振興を支える存在であり、適切に整備し
ていく必要があります。しかし、集落周辺で、特に所有規
模が小さい森林などでは、整備の遅れが見られます。
　また、近年、こうした小規模森林の所有者を中心に、「森
林をどう管理すれば良いか分からない」、「山林を売却・寄
附したい」といった声が多く聞かれます。
　このため、森林の管理・処分などの相談を受け付け、森林
の購入などにより集約化を行おうとする事業者などにお繋
ぎする相談窓口を十津川村森林組合に設置します。 迫西川に検査へ行ってきました。

幅 センチほどの岩場をロープを
使って通ったり、 度くらい傾斜
ありそうな場所を下りたり、
足が震えるほど怖かったです。

ど
ん
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
の
か

紹
介
し
ま
す
！

生物多様性保全機能
その土地に適した動植物が
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。
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〜
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・林齢：ｽｷﾞ 年・ﾋﾉｷ 年生
市町村森林整備計画で定める
標準伐期齢の 倍の林齢 以下

奈良県
南部農林振興事務所
森林共生推進第二課
℡
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注 上記のほか、搬出材積などに関する要件があります。

計画している事業が補助金の対象となるか、事前に窓口までご相談ください。
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から



村報とつかわ 2022.413  2022.4 村報とつかわ 12

学校行事

　
３
月
15
日
に
十
津
川
中
学
校
で
、３
月
23
日
に

は
十
津
川
第
一
小
学
校
と
第
二
小
学
校
で
、卒
業

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
た
め
、来
賓
や
保
護
者
の
人
数
を

制
限
し
て
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
式
で
は
、密
を
避
け
る
か
た
ち

で
、在
校
生
全
員
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
在
校
生
か
ら
の
別
れ
を
惜
し
む
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
受
け
て
、卒
業
生
は
先
生
や
保
護
者
、在

校
生
へ
の
感
謝
を
述
べ
、そ
し
て
未
来
へ
の
飛

躍
を
誓
い
ま
し
た
。

　
最
後
は
、卒
業
証
書
を
手
に
、在
校
生
に
見
送

ら
れ
な
が
ら
会
場
か
ら
退
場
し
、卒
業
生
に
と

っ
て
新
た
な
門
出
と
な
り
ま
し
た
。

　
ご
卒
業
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

　
昨
年
刊
行
さ
れ
た「
十
津
川
村
史 

地
理
・
自
然
編
」に
引
き
続
き
、こ
の

度「
十
津
川
村
史 

歴
史
資
料
編（
近
世
１
）」が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
！

　
こ
の
資
料
編
は
、十
津
川
村
の
歴
史
を
１
冊
に
ま
と
め
た
通
史
編

（
仮
）に
先
駆
け
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
内
容
は
、十
津
川
村
に
関

わ
る
古
文
書
を
翻
刻（
く
ず
し
字
を
活
字
に
直
す
こ
と
）し
た
も
の
で
、

現
代
語
訳
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、各
項
目
ご
と
に
コ
ラ
ム
や
解
説
が

つ
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
資
料
編
は
、左
記
窓
口
で
販
売
し
て
い
る
ほ
か
、役
場
１
階
の

の
ら
文
庫
で
貸
出
も
し
て
い
ま
す
。
十
津
川
村
の
江
戸
時
代
に
興
味

の
あ
る
人
は
、ぜ
ひ
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
か
ら
も
順
次
資
料
編
や
本
編
を
刊
行
し
て
い
く
予
定
で
す
の

で
、引
き
続
き
調
査
研
究
等
に
ご
協
力
の
ほ
ど
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

◆ 価　格 ◆
特別価格：1,000円
※下記に該当する人のみ
十津川村民・新十津川町民・
十津川郷友会員・新十津川町
望郷会員
一般価格：2,000円

◆ 販売窓口 ◆
教育委員会事務局（役場2F）
十津川村歴史民俗資料館（役場前）
※配送も承ります（要送料）。
配送をご希望の人は、
下記までお問合せください。

◆ 問合せ ◆
十津川村教育委員会事務局

☎0746-62-0003

教育だより
第163号

【お問い合わせ】
村教育委員会事務局
☎ 0746-62-0003

■村立小中学校の卒業式が行われました
新型コロナウイルス感染症対策をとりながらの開催

はるといえば、桜。ピンクの花びら、ひ
らひら。ひらひらといえば、ちょうち
ょ。黄色いはねがとってもきれい。黄
色といえば…。はる、なつ、あき、ふゆ、
みーんな、いいね！　季節を楽しむ連
想えほんシリーズ。

◆
新
着
お
す
す
め
図
書
◆

■
児
童

『
は
る
と
い
え
ば…

』
新
井 

洋
行
／
作

涌
井 

学
／
著

奈良県十津川村生まれの大樹は、訪れた東
京でマジックに魅了され、独学でマジックを
習得。高校生の時にラスベガスで開催され
たマジック世界ジュニア大会で、日本人初の
グランプリを獲得し…。天才マジシャンの夢
の軌跡を描く。

■
一
般

『
マ
ジ
ッ
ク
に
出
会
っ
て

　
　
　

  

ぼ
く
は
生
ま
れ
た
』

購入案内

のら文庫
だより

のら文庫
役場玄関入ってすぐの文庫です。
図書の貸出しや資料の閲覧を行っ
ています。
　開館／平日　8:30～17:15
　休館／役場の閉庁日
　◆貸出上限　ひとり５冊
　◆貸出期間　３週間まで

高校だより

　式後は各クラスでホームルームが行われました。十津川
高校での最後のホームルームは、終始笑顔に包まれた思い
出に残る時間となりました。3年生たちのこれからの進路
先での活躍に期待します。
　また、これまでの3年間、十津川村の皆さんには多くの
御支援、御指導をいただきました。本当にありがとうござ
いました。

　3月1日に本校体育館で第74回卒業証書授与式を挙
行しました。今年も新型コロナ対策として在校生は参
加できませんでしたが、3年生1組21人、2組10人の生
徒が担任からの呼名にしっかりと返事をして、学校長
より卒業証書を受け取りました。

第74回卒業証書授与式

　3月18日に修了式を行いました。修了式では学校長より、春休み中の過ごし方に
ついて、健康管理に注意し、次の学年への進級に向けた準備をするように話があり

ました。
　また修了式に続き、離任式
が行われ、この3月で8人の先
生が離任されることになりま
した。離任する教員から生徒
達にメッセージが送られ、別
れを惜しみ多くの生徒が涙を
流していました。
　4月からは新たな教員が着
任し、生徒達と一緒に十津川
高校を盛り上げていきます。

令和3年度修了式・離任式

十津川中学校

十津川村史 歴史資料編（近世１）が刊行されました！

十津川第一小学校

十津川第二小学校

古文書を翻刻した基礎研究の成果が
まとめられています。
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が行われ、この3月で8人の先
生が離任されることになりま
した。離任する教員から生徒
達にメッセージが送られ、別
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流していました。
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高校を盛り上げていきます。

令和3年度修了式・離任式

十津川中学校

十津川村史 歴史資料編（近世１）が刊行されました！

十津川第一小学校

十津川第二小学校

古文書を翻刻した基礎研究の成果が
まとめられています。
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　村では災害が発生したときに、大字の集会所や学校の体育館などの一般の避難所

での避難生活が困難な高齢者や障害のある人など、特別な支援を必要とする人が安

心して避難できるように、村と協定を締結した社会福祉法人の協力を得て、福祉避

難所を開設することとしています。

　令和４年４月から、いつ発生するかわからない大きな災害に備え、福祉避難所を

より円滑に運用することを目的として、国のガイドラインに則って、福祉避難所に

避難できる対象者を事前に指定することになりました。

　○福祉避難所の開設は、村内に防災気象情報

　　【レベル３(高齢者等避難）】が発令された

　　時点での開設となります。

　→台風が接近する恐れがあるなど、事前に災害

　　の発生が予想される場合は、早めの準備を

　　お願いします。

　○防災気象情報【レベル３】が発令された時点で、発令されている地域の避難対

　　象者に、役場から福祉避難所への避難の打診と意思確認の連絡を行います。

　○福祉避難所へは、ご家族もしくは支援者などの支援で移動していただきます。

　○避難所の開設及び移動は、避難対象者と支援者（ご家族や消防団など）の安全を

　　最優先とするため、日中（午前８時～午後５時）に限定し、夜間（午後５時～

　　午前８時）の移動は、原則行いません。

　○施設の収容人数に限りがありますので、福祉避難所へ避難できるのは、ご本人

　　とご家族等支援者１人以内の最大２人に制限させていただきます。

　なお、この新たな運用が始まることに伴い、福祉避難所対象者として指定された

人とその支援者１人以外は、両福祉避難所への避難が原則出来なくなります。

　その他の避難所をご利用ください。

　支援が必要な人が、災害時に安心して避難できるよう、

新しい福祉避難所の運営に、ご理解とご協力をよろしく

お願いします。

　福祉避難所へ直接避難ができるのは、村が作成した「災害時避難行動要支援者リ

スト」への登録をご了承いただいている人のうち、より特別な配慮や支援が必要と

村が判断した人のみとなります。

　また、避難する福祉避難所も事前に村から指定させていただきます。

福祉避難所の新しい運用が始まります

　１．特別養護老人ホーム　高森の郷  （大字猿飼308番地の2）

　２．障害者支援施設　こだまの里     （大字池穴160番地）

【対象となる福祉避難所】

【福祉避難所の運用について】

福祉避難所に関するお問い合わせ　　福祉事務所　☎０７４６－６２－０９０２

福祉避難所以外の避難所に関するお問い合わせ

　　　　　　　　　　総務課　総務防災グループ　☎０７４６－６２－０００１

福祉だより
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お子さまのケガや急病で、病院へ行った方がよいか判断に迷ったとき看護師
（必要に応じて小児科医）が電話でアドバイスをする相談窓口を設置しています。

また、「救急車を呼んだ方がいいのか」「病院で診察を受けるべきか」「応急手当の
仕方がわからない」「近くの医療機関を知りたい」などの相談に対して、 時間、

日体制でアドバイスを行っている奈良県救急安心センター相談ダイヤル
も開設していますのでご活用ください。

電話相談番号：＃７１１９または０７４４－２０－０１１９ 
出典：「奈良県公式ホームページ」

こども救 急 電 話 相 談

電話相談番号 または#8000 0742-20-8119
○相談日時……平日　　　　　18時～翌朝8時
　　　　　　　土曜　　　　　13時～翌朝8時
　　　　　　　日、祝、年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　　　　　　　　  8時～翌朝8時
○対 応 者 ……看護師（必要に応じて小児科医）
○対象者……奈良県内に住む15歳未満の子どもおよびその家族など

　十津川村内の高齢者や障害者など日常生活が困難な人たちに、地域住民の力によって支

援を行う活動です。

　生活支援を有償にすることによって、今まで気を使って頼めなかったことを気兼ねなく

お願いすることができ、地域でのつながりによって利用される人も、支援する人も「お互い

さま」の助け合いの気持ちを広げていきます。

　現在、有償ボランティアグループ「かけはし」が設立され、西川区を中心に活動を行って

います。【今後、村全域に活動の輪を広げていきます。】

　グループ活動に参加を希望される人・グループ活動の利用を希望される人は、下記の連

絡先までお問合せください。

十津川村有償ボランティア活動

■十津川村有償ボランティアグループ活動とは

■有償ボランティアグループの仕組み

村内住民

有償ボランティア会員
本活動に賛同し、協力していただける人
活動費（４００円/３０分）を受け取ることが
できます。

利用者
利用対象者で事前に登録した人
利用券（１枚１５０円/３０分）を購入

社会福祉協議会内事務局
ご相談、お問い合わせなど連絡・調整

①利用申込み
③利用券の購入

②利用者宅訪問

④調整・協力依頼
⑧活動費支払い

登録登録

⑤支援活動の開始

⑥利用分の利
用券を渡す

⑦報告・
活動費請求

お問い合わせ　　十津川村社会福祉協議会　　　　　　　☎０７４６－６４－０６６６

　　　　　　　　福祉事務所（地域包括支援センター）　　☎０７４６－６２－０９０１

健康だより 福祉だより



 2022.4 村報とつかわ 1617 村報とつかわ 2022.3村報とつかわ 2022.4

お子さまのケガや急病で、病院へ行った方がよいか判断に迷ったとき看護師
（必要に応じて小児科医）が電話でアドバイスをする相談窓口を設置しています。

また、「救急車を呼んだ方がいいのか」「病院で診察を受けるべきか」「応急手当の
仕方がわからない」「近くの医療機関を知りたい」などの相談に対して、 時間、

日体制でアドバイスを行っている奈良県救急安心センター相談ダイヤル
も開設していますのでご活用ください。

電話相談番号：＃７１１９または０７４４－２０－０１１９ 
出典：「奈良県公式ホームページ」

こども救 急 電 話 相 談

電話相談番号 または#8000 0742-20-8119
○相談日時……平日　　　　　18時～翌朝8時
　　　　　　　土曜　　　　　13時～翌朝8時
　　　　　　　日、祝、年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　　　　　　　　  8時～翌朝8時
○対 応 者 ……看護師（必要に応じて小児科医）
○対象者……奈良県内に住む15歳未満の子どもおよびその家族など

　十津川村内の高齢者や障害者など日常生活が困難な人たちに、地域住民の力によって支

援を行う活動です。

　生活支援を有償にすることによって、今まで気を使って頼めなかったことを気兼ねなく

お願いすることができ、地域でのつながりによって利用される人も、支援する人も「お互い

さま」の助け合いの気持ちを広げていきます。

　現在、有償ボランティアグループ「かけはし」が設立され、西川区を中心に活動を行って

います。【今後、村全域に活動の輪を広げていきます。】

　グループ活動に参加を希望される人・グループ活動の利用を希望される人は、下記の連

絡先までお問合せください。

十津川村有償ボランティア活動

■十津川村有償ボランティアグループ活動とは

■有償ボランティアグループの仕組み

村内住民

有償ボランティア会員
本活動に賛同し、協力していただける人
活動費（４００円/３０分）を受け取ることが
できます。

利用者
利用対象者で事前に登録した人
利用券（１枚１５０円/３０分）を購入

社会福祉協議会内事務局
ご相談、お問い合わせなど連絡・調整

①利用申込み
③利用券の購入

②利用者宅訪問

④調整・協力依頼
⑧活動費支払い

登録登録

⑤支援活動の開始

⑥利用分の利
用券を渡す

⑦報告・
活動費請求

お問い合わせ　　十津川村社会福祉協議会　　　　　　　☎０７４６－６４－０６６６

　　　　　　　　福祉事務所（地域包括支援センター）　　☎０７４６－６２－０９０１

健康だより 福祉だより



 2022.4 村報とつかわ 18村報とつかわ 2022.419

▶国保税に関することは・・・・・財　政　課　☎0746-62-0903
▶保険証や医療に関することは・・住　民　課　☎0746-62-0911

―　お問い合わせ　―

こんなときには必ず
14日以内に届け出を!!

　※上記以外に本人と確認できるものが必要な場合があります。
　※７５歳になって後期高齢者医療制度に移行するときは、届け出は不要です。

◆届け出が遅れると◆    
　・国保の資格が発生した月の分まで、さかのぼって国保税を納めることになります。
　・資格がなくなった後に国保の保険証で医療を受けてしまったときは、 国保が負担した
　 分の医療費を後で国保に返還することになります。    

他の市区町村から
転入してきたとき

職場の健康保険の被扶養者で
なくなったとき

職場の健康保険の被扶養者に
なったとき

世帯を分けたり、
一緒になったりしたとき
修学のため、別に住所を
定めるとき
保険証をなくしたり、
汚れて使えなくなったとき

生活保護を受けるようになったとき

外国籍の人がやめるとき

職場の健康保険をやめたとき

他の市区町村へ転出するとき

村内で転居したとき
世帯主、氏名が変わったとき

職場の健康保険に加入したとき

被保険者が死亡したとき

国保と職場の健康保険証、はんこ
（職場の健康保険が未交付の場合は、
 加入したことを証明するもの）

保険証、保護開始決定通知書、はんこ

保険証、在学証明書（または学生証の
写し）、はんこ
身分を証明するもの（使えなくなった
保険証など）、はんこ

保険証、在留カードなど

保険証、はんこ

保険証、はんこ

保険証、はんこ

子どもが生まれたとき 
生活保護を受けなくなったとき
外国籍の人が加入するとき

転出証明書、はんこ

被扶養者でなくなった証明書、はんこ

資格喪失証明書（または退職証明書）、
はんこ

はんこ
保護廃止決定通知書、はんこ
在留カードなど

国
保
に
加
入
す
る
と
き

国
保
を
や
め
る
と
き

そ
の
他

こんなときに 届出に必要なもの

1　申請書の入手
　　申請書は、村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手
　　できます。
2　申請書の記入
　　記入例を参考に申請書にご記入ください。
3　申請書を提出
　　提出先は、住民票を登録している村役場の国民年金窓口です。
　　申請の際には、学生証などの学生であることを証明するものが必要です。
4　審査結果の確認
　　申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
　　（1） 「 承認通知書」が届いた場合、 承認期間は４月～翌年３月の１年間となります。
　　　　  すでに保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません 。
　　（2）「却下通知書」が届いた場合、保険料を納付する必要があります。

◎学生納付特例制度のメリット
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

●前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の
納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度はどんな制度?

大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※に在籍する
学生などで、ご本人の前年所得が基準以下の人です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校

＜前年所得のめやす＞ ＋ で計算した額以下

●対象になる人

１２８万円 扶養親族等の数×３８万円

ポイント１

保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。

手続きはどうするの?ポイント２

●申請の流れ

国保だより年金だより

大和高田年金事務所 ☎0745-22-3531
住民課（国民年金窓口）　☎0746-62-0900

お問い合わせ
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入
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保
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る
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き
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の
他

こんなときに 届出に必要なもの

1　申請書の入手
　　申請書は、村役場の国民年金窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手
　　できます。
2　申請書の記入
　　記入例を参考に申請書にご記入ください。
3　申請書を提出
　　提出先は、住民票を登録している村役場の国民年金窓口です。
　　申請の際には、学生証などの学生であることを証明するものが必要です。
4　審査結果の確認
　　申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
　　（1） 「 承認通知書」が届いた場合、 承認期間は４月～翌年３月の１年間となります。
　　　　  すでに保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません 。
　　（2）「却下通知書」が届いた場合、保険料を納付する必要があります。

◎学生納付特例制度のメリット
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

●前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の
納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度はどんな制度?

大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※に在籍する
学生などで、ご本人の前年所得が基準以下の人です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校

＜前年所得のめやす＞ ＋ で計算した額以下

●対象になる人

１２８万円 扶養親族等の数×３８万円

ポイント１

保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。

手続きはどうするの?ポイント２

●申請の流れ

国保だより年金だより

大和高田年金事務所 ☎0745-22-3531
住民課（国民年金窓口）　☎0746-62-0900

お問い合わせ
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施設名 施設名
電話番号 電話番号
ＡＥＤ設置場所 ＡＥＤ設置場所

⑬
瀞郵便局
０７４６－６９－００５０
屋外・玄関横

　※施設により利用できる時間帯が異なります。
　　詳しくは各施設にお問い合わせください。

㉕
道の駅十津川郷
０７４６－６３－０００３
屋内

㉖
玉置神社
０７４６－６４－０５００
屋内

⑫
電源開発十津川第一発電所
０７４６－６２－００５８
屋内

㉔
21世紀の森　森林館
０７４６－６２－０５６７
屋内

⑪
湯泉地温泉「滝の湯」
０７４６－６２－０４００
屋内

㉓
旧 西川第二小学校

屋外・玄関前
⑩
十津川中学校
０７４６－６２－０２０１
屋外・校門前

⑨
十津川第一小学校
０７４６－６２－００３４
校舎内

⑧
十津川村役場
０７４６－６２－０００１
宿直室内

⑦
小原診療所
０７４６－６３－００４０
屋外・職員玄関横

⑲
新宮信用金庫十津川支店
０７４６－６４－０３１１
ＡＴＭスペース内

⑥
体育文化センター
０７４６－６３－００６７
屋外・玄関横

⑳
十津川温泉「庵の湯」
０７４６－６４－１１００
屋内

⑱
十津川第二小学校
０７４６－６４－００２２
校舎内

⑤
風屋郵便局
０７４６－６７－００５０
屋内

⑰
特別養護老人ホーム「高森の郷」
０７４６－６４－１８００
屋内

④
神納川地区生活改善センター
０７４６－６７－００４１
屋外・玄関横

⑯
十津川高等学校
０７４６－６４－０２４１
校舎内

②
北部保健センター
０７４６－６８－０２０７
屋外・玄関横

⑮
グループホーム太陽
０７４６－６４－０５６４
屋内

建物外観

①
つり橋茶屋
０７４６－６８－０４２５
屋外

⑭ 削除

㉑
昴の郷温泉プール
０７４６－６４－０７６２
室内

㉒
重里地区生活改善センター
０７４６－６６－０４２０
屋外

建物外観

③
上野地駐車場
０７４６－６８－０３８４
屋外

令和４年4 月１日 十津川村役場総務課

※マップ及び一覧表は、一般の人がＡＥＤを使用することができる施設のみ掲載しています。
十津川村AEDマップのほかにも、防災とつかわの「地図で確認」からも村内AED設置場所を確認できます。
村内を含む国内のＡＥＤ設置場所については、一般社団法人日本救急医療財団が作成したホームページ
「日本救急医療財団全国ＡＥＤマップ」から調べることができます。

中野村区

神納川区

二村区

三村区

四村区

東区

西川区

至五條

至新宮

大字：上野地
②北部保健センター
③上野地駐車場

大字：五百瀬
④神納川地区生活改善センター

大字：風屋
⑤風屋郵便局

大字：湯之原
⑥体育文化センター

大字：小原
⑦小原診療所
⑧十津川村役場
⑨十津川第一小学校
⑩十津川中学校
⑪湯泉地温泉「滝の湯」
㉕道の駅十津川郷

大字：小原
⑫電源開発十津川第一発電所

大字：込之上
⑯十津川高校

大字：猿飼
⑰特別養護老人ホーム
「高森の郷」

大字：平谷
⑱十津川第二小学校
⑲新宮信用金庫十津川支店
⑳十津川温泉「庵の湯」

大字：平谷
㉑昴の郷温泉プール

大字：折立
⑮グループホーム太陽

大字：重里
㉒重里地区生活改善センター

大字：出谷
㉓旧西川第二小学校

十 津 川村ＡＥＤマップ

このマークが目印です

大字：谷瀬
①つり橋茶屋

大字：神下
⑬瀞郵便局

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは・・・
突然心臓が止まった状態に陥ったとき、心臓に電気ショックを与え正常な状態に戻す装置のことです。
電気ショックの必要性を自動的に判断し、音声メッセージにより操作方法を教えてくれます。

大字：小川
㉔21世紀の森 森林館

大字：玉置川
㉖玉置神社

十津川村 マップに変更がありました。
現在 は、村内で か所の主要な施設に設置されています。
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（-37人）
（-22人）
（-15人）

（敬称略）
人のうごき
おくやみおくやみ

3月 7日
3月 9日
3月 9日
3月10日
3月21日
3月22日
3月23日

（重　里）
（小　森）
（大　野）
（風　屋）
（玉垣内）
（五百瀬）
（池　穴）

●十津川村の住民基本台帳人口●
（令和４年4月１日現在）
・  ・  ・ 
・  ・  ・ 
・  ・  ・ 
・  ・  ・ 

○世帯数
○人　口
　　男　
　　女　

1,687
2,993
1,522
1,471

世帯
人
人
人

（-20世帯）

（　　）は前月比

88歳
84歳
92歳
92歳
88歳 
89歳 
86歳 

（敬称略）善意銀行善意銀行
十津川村民生児童委員協議会

　こんにちは。十津川村地域おこし協力隊の角田
華子です。
　今月の「ぐっと！奥大和」は、奥大和の春の訪れ。
役場でインターンシップ中だった、十津川高校の増
谷皐君と一緒に春を探しに行ってきました！
　彼のナレーションと、十津川村で見つけた数々の
春をお楽しみください。

東　　　靜
後木　正夫 
乾　　勝美 
乾　　鶴子 
林　　幸夫 
内野　節子 
前谷　　夫 

あとがき

●大和・紀伊半島学研究所×十津川村　連携シンポジウム
　『十津川村再発見̶村史（地理・自然編）発刊によせて―』（後編）

お誕生日の
お子さん
募集中!
3歳まで

　掲載を希望される人は、お子さんの写真と次の項目をご準
備のうえ、総務課企画グループへ郵送またはメールでお申し込
みください（掲載月の前月20日までにお送りください）。
【必要項目】
①お子さんの氏名（ふりがな）  ②お住まいの大字  ③生年月日
④お子さんにひとこと（文字数が多い場合は修正します）
⑤保護者氏名
〈申込先〉総務課企画グループ（十津川村大字小原225‐1）
 　 tiikisosei@vill.totsukawa.lg.jp

村では、地域活性化のために公有財産（村有地）の貸付を行っています。
村有地での営業（販売）などを希望する人は、産業課までお問い合わせください。

公有財産（村有地）の例
　　昴の郷駐車場、玉置山駐車場、森林植物公園駐車場　など
借地料　
　　面積に応じて借地料がかかります。
その他　
　　所定の手続きが必要となります。
　　（県保健所や村食品衛生協会への確認や手続きなど）

▶山に桜色が鮮やかに映えていて、お花見したい
なぁと浮かれ気分になります。『徒然草』で、吉田
兼好は美意識について「花は盛りに、月は隈なき
をのみ見るものかは」と記しています。自然の美
しさは、満開の桜花や曇りなき月だけではない。
雨空に月を恋い、春が過ぎたことを知らずに部屋
にこもっていることも趣深い。桜の蕾や散ってし
まった庭など、不完全なものの中にも見どころが
あると述べます。年度替わりのバタバタのうちに
花も散り、気が付けばお花見のタイミングも逃がし
てしまう予感がしますが、次 に々変化する自然を愛
でる心で今年度も楽しく過ごしたいです。（弓場）

今月の「とつかわテレビ」

今月の「ぐっと!奥大和」今月の「ぐっと!奥大和」

自治体放送（11チャンネル）で放送中！
（第1ch）9:00～、17:00～

自治体放送（11チャンネル）で放送中！
（第1ch）13:00～、20:05～

●今月の表紙　果無の春（大字桑畑）

 
 

五條消防署十津川分署から 庁舎移転のお知らせ

五條消防署十津川分署が移転し、
新庁舎で業務を開始しています。

住所：十津川村大字折立 200番１
（南西へ100ｍ移動）

電話：０７４６－６４－１１９０
（以前と変わりません）

FAX：０７４６－６４－１１９１
（以前と変わりません）

お問い合わせ 奈良県広域消防組合 五條消防署十津川分署 ☎０７４６－６４－１１９０

大切な人を救えるのは
あなたしかいません

応急手当の
目的と
救命処置

大字折立

心停止の予防
突然死の可能性のある傷病者を
未然に防ぐことです。

01

心停止の早期認識と通報

02
 一次救命処置（心肺蘇生とAED）

一次救命処置とは誰でもすぐに行える処置であり、
心停止の傷病者の社会復帰に大きな役割を果たします。

03

二次救命処置と心拍再開後の集中治療
二次救命処置とは、一次救命処置のみでは心拍が再開しな
い患者に対して、薬物や医療機器を用いて行うものです。
心拍再開後は、必要に応じて専門の医療機関で集中治療を
行うことで社会復帰の可能性を高めることができます。

04「救命の連鎖」「救命の連鎖」

心停止の予防
心停止の
早期認識と
通報

一次救命処置
(心肺蘇生と
AED)

二次救命処置と
心拍再開後の
集中治療

反応がない、呼吸停止、気道異物などの生命に関わる症状を認めた
場合には、「救命」を目的とした応急手当が必要です。
これを「救命処置」と言い、救急隊員や医療関係者が到着するまで、
救命処置を行うことにより大切な人を救うことができるのです。

大切な人の命を救い、社会復帰に導くためには「心停止の予防」、
「心停止の早期認識と通報」、「 一次救命処置(心肺蘇生とAED)」、
「二次救命処置と心拍再開後の集中治療」の４つの輪が途切れる
ことなくすばやくつながることで救命効果が高まります。
これを「救命の連鎖」と呼びます。

突然倒れた人や、反応がない人をみたら、直ちに心停止を
疑うことで始まります。心停止の可能性を認識したら、
大声で助けを求め、119番通報、AEDの搬送を依頼し、救
急隊等が少しでも早く到着するように努めることです。

問 産業課　観光グループ　　☎０７４６－６２－０００４

 スマホで
「防災とつかわ」の
お知らせが受け取れます
「ライフビジョン」アプリ
インストールはこちら！

　営業・販売など　村有地を借りたいとき
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土曜診療日
整形外科診療日

【文字表記】
土曜・・土曜診療日　　　　
整形・・整形外科診療日　　
消内・・消化器内科診療日　　　　
休診・・休診日

上野地・・上野地診療所
小　原・・小原診療所

【お問い合わせ】
小原診療所☎0746-63-0040　上野地診療所☎0746-68-0207

小原　8:30～11:00
小原　8:30～11:00
上野地　14:00～15:00

受付時間

集落の絶景

案山子のお花見（大字谷瀬）
撮影：佐古金一さん（大字平谷）

「村報とつかわ」や「自治体放送（文字放送）」などに広告の掲載を希望する個人
や事業者を募集しています。
詳しくは、十津川村ホームページの「村報とつかわ」
（https://www.vill.totsukawa.lg.jp/sonpo/）のページをご覧ください。
お問い合わせ：総務課企画グループ
　　　　　　 ☎0746-62-0910
　  　　　　　　 tiikisosei@vill.totsukawa.lg.jp

有料広
告

募集中
!

●整形【小原】

●整形【小原・
上野地】

●休診（午後）
【小原】

●休診【上野地】

日

●・・診療情報　　▲・・イベント情報くらしのカレンダー ※行事予定は変更になる場合があります。ご了承ください。

月 火 水 木 金 土
4/10

4/17

4/24

5/1

5/8

4/11

4/18

4/25

5/2

5/9

4/12

4/19

4/26

5/3

5/10

4/13

4/20

4/27

5/4

5/11

4/14

4/21

4/28

5/5

5/12

4/15

4/22

4/29

5/6

5/13

4/16

4/23

4/30

5/7

5/14

●消内【小原】

●消内【小原】

●土曜【小原】

●土曜【小原】

昭和の日

憲法記念日 みどりの日 こどもの日
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